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１ 設置の趣旨及び必要性 

（１）高崎健康福祉大学の理念と目的と沿革

⾼崎健康福祉⼤学（以下「本学」という）は、少⼦⾼齢化が進⾏する 21 世紀の我が国
社会に求められる健康・福祉分野を⽀える⼈材養成とそれらの学術領域の進展への寄与と
いう時代と社会の要請に応え、⼈間理解と⼈間尊重を基調として「⼈類の健康と福祉に貢
献する」という建学の理念を掲げて、学園発祥の地である⾼崎に 2001 年に設置された。
それ以降、「⾃利利他（⼈の喜びを⾃分の喜びとする⼼）」という建学の精神（健⼤精神）
のもとで、教育・保育、医療、福祉・健康、⽣命科学等、さまざまな分野で社会に貢献す
る⼈材を育成している。

開学当初は、健康情報学科（現：医療情報学科）、保健福祉学科（現：社会福祉学科）
及び健康栄養学科からなる健康福祉学部３学科でスタートした。その後 2006 年に本学短
期⼤学部の看護学科を看護学部看護学科に改組するとともに 6 年制薬学部薬学科を設置
し、2010 年には理学療法学科を設置して看護学部看護学科と併せて新たに保健医療学部を
⽴ち上げ、2012 年には短期⼤学部児童福祉学科を⼈間発達学部⼦ども教育学科へと改組し
た（短期⼤学部は閉校）。さらに 2019 年には有数な農業県でありながら農学・⽣命科学の
⾼等教育機関が皆無であり地域の要望も⾼いことを踏まえ、農学部⽣物⽣産学科を設置し
た。

このように本学は健康・福祉分野の⼈材養成を充実させてきたが、それは単に⼀般的な
健康と福祉よりも幅広い観点、すなわち「⾝⼼の健康」と「社会の健康」を⽀える⼈材の
養成を⽬指すものである。こうした観点に⽴ち、本学の教育研究の分野は、1）医薬系で
“⾝⼼の健康”を⽀える薬学・看護学・理学療法学の分野、 2）⾷の安全と安⼼を通して“⾝
⼼の健康”を⽀える栄養学や農学の分野、3）社会の維持・発展および⽣存基盤となる⾃然
環境の維持等を通して健全な社会すなわち“社会の健康”を⽀える⼦ども教育学・社会福祉
学・農学の分野、 さらに 4）医療から⾷まで“健康社会”のデジタル化を⽀える医療情報の
分野、の四つの分野にまたがる広範な領域をカバーしている。これら４領域は⼈々の安⼼
で幸福な⽣活、すなわち Well-being を⽀える上での中⼼的な役割を担う分野であり、本
学は Well-being 社会を⽀える健康福祉系の総合⼤学と⾔える。しかも、本学は全ての学
部学科が単⼀キャンパスにあり、Well-being 社会を⽀える広範な分野の教育が実質化され
ている稀有な⼤学である。

（２）人間発達学部の中に心理学科を設置する趣旨

以上のように、本学は健⼤精神「⾃利利他」のもと、「⼈類の健康と福祉に貢献する」
という建学の理念に基づき、安⼼で幸福な Well-being 社会を⽀える健康福祉系の総合⼤
学として進化し、その充実を⽬指している。

そうした幅広い実績をベースに、次世代の「⼈間を育てる専⾨家」すなわち教育者養成
の⾯で社会貢献を図るため、2012 年に短期⼤学部児童福祉学科を⼈間発達学部⼦ども教育
学科へと改組し、次世代を⽀える乳幼児期から少年・⻘年期までの⼈間の保育者や教育者
の養成を⾏い、多くの教員や幼稚園教諭、保育⼠を地域に輩出してきている。
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⼀⽅で、我が国社会は、組織間の競争や組織内の管理が激しくなると共に核家族化と少
⼦⾼齢化社会が複合的に進み、多くの⼈間にストレスが顕在化したストレス社会と⾔われ
ている。その中では⼦どもから成⼈さらには⾼齢者まで、あらゆる発達段階で、家族を含
む他⼈との関係性や社会的⾃⽴、⽣活にかかわる⼼の葛藤を抱え、「うつ状態」、「ひきこ
もり」、「⾃殺（⾃死）」等につながってしまう⼈が増加している。これは、誰ひとり取り
残さない Well-being 社会に向かう上での⼤きな障壁となっている。したがって、現代社会
が⽣んだストレッサーに適切な対応をすることで⽣涯発達の各段階における過度なストレ
スを軽減し、メンタルヘルスすなわち⼼の健康をサポートする⼈材を養成する⼼理学科の
設置は、Well-being 社会を⽀えることを⽬的とした本学にとって使命と考える。

また、本学⼈間発達学部には、⼦ども・家族⽀援センターを設置している。これは、⼦
育てに悩みを持つ地域の家族等の相談を受け、⽀援を提供する地域貢献のための機関であ
る。同センターは、学内の⼩児科医、精神科医、看護師、ソーシャルワーカー、保育⼠等
の専⾨家と協⼒し、⾼崎市発達障害児センター等の外部機関とも連携しながら、その機能
を果たしている。⼈間発達学部⼦ども教育学科では、関係教員のみならず、学⽣もセンタ
ーの活動に積極的に参加することで、学⽣の社会的⾃⽴を促すと共に、将来の進路を考え
る際の貴重な体験の場となっている。

こうした⼈間発達学部の中に、あらゆる世代の⼼理社会的問題を抱える⼈々を⽀援でき
る⼈材を養成する⼼理学科を設置することで、両学科の教育・研究活動における情報交換
や連携が図られるようになることに加えて、新たに配置される公認⼼理師及び臨床⼼理⼠
としての実務経験を有する教員や⼼理学を専攻する学⽣の参加により、同センターの活動
が⼀層強化活性化され、地域への貢献もさらに進めることができる。そのため、⼈間発達
学部に⼼理学科の設置が強く求められる。

（３）人間発達学部心理学科の必要性

上述したとおり、今⽇、⼼の健康の問題は、国⺠の⽣活に関わる重要な問題となってい
る。

例えば、警察庁の⾃殺統計では、⾃殺者総数が令和３年 21,007 ⼈、令和４年 21,881
⼈、令和５年 21,837 ⼈と⾼い⽔準で推移している。⼈⼝ 10 万⼈当たりの⾃殺者数（⾃殺
死亡率）では、令和３年が 16.8、令和４年が 17.5、令和５年が 17.6 であり、増加傾向に
ある。これまでに、厚⽣労働省は⾃殺者を減らすための対策として、「⾃殺総合対策⼤綱
（令和 4 年 10 ⽉閣議決定）」1を掲げている。その中で重点施策の⼀つとして⼼の健康を⽀
援する環境の整備と⼼の健康づくりを推進することを掲げ、職場におけるメンタルヘルス
対策を推進するとしている。

1 「⾃殺総合対策⼤綱」（令和４年 10 ⽉閣議決定）（概要） https://www.mhlw.go.jp/con
tent/001002255.pdf
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また⽂部科学省は、令和 5 年度の「児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題
に関する調査」2結果として、⼩・中学校における不登校児童⽣徒数は 346,482 ⼈であり、
前年度の 299,048 ⼈より 47,434 ⼈（15.9％）増加し、過去最多となったことを発表した。
在籍児童⽣徒に占める不登校児童⽣徒の割合は 3.7％であり、前年度の 3.2％から 0.5 ポイ
ント増加した。過去５年間の傾向として、⼩学校では令和元年が 0.8％であったのに対し
令和 5 年が 2.1％、中学校では令和元年が 3.9％であったのに対し令和 5 年が 6.7％であ
り、ともに不登校児童⽣徒数及びその割合は増加していることが⽰された。そのうち、学
校内外の機関（教育⽀援センター、スクールカウンセラー等）で相談・指導を受けた児童
⽣徒は 212,114 ⼈であり、全体の 61.2％を占めている。しかし、134,368 ⼈（38.8％）は
そのような相談・指導を受けられていないことも報告されており、対策が求められてい
る。

さらに、厚⽣労働省の令和 3 年度障害者総合福祉推進事業として⾏われた「医療機関に
おける公認⼼理師が⾏う⼼理⽀援の実態調査」3の結果では、⼼理職による⽀援が精神疾患
だけでなく、がん、周産期、⼩児、糖尿病に対する医療においても重要な役割を担ってい
ることが明らかにされた。

加えて、厚⽣労働省は、令和５年版「過労死等防⽌対策⽩書」4で、仕事や職業⽣活に関
することによる強い不安、悩み⼜はストレスがあるとする労働者の割合について、令和４
年は 82.2％に達すると公表した。そのため厚⽣労働省は働き⽅改⾰を推進する中で、従業
員 50 名以上の事業所に対して「⼼理的な負担の程度を把握するための検査」の実施を義
務付けた。この検査の企画、実施、評価等を⾏う実施者として、⼀般企業においても⼼理
学の知識を有する⼈材の必要性が強く求められている。

このような現状から、⽇常⽣活の様々な現場の様々な場⾯において、⼼に蠢きを抱く
⼈々が増えてきたことは明らかである。そのため現代社会では、⼼理に関する様々な知識
や技能を持った⼈材が求められている。⼼理学は、⾒ることのできない「⼼」について科
学的に探究する学問であり、体系的に学ぶことによって、個に寄り添う感性を育てつつ、
主観に寄りすぎない客観的な態度や健全な批判⼒を⾝につけることができる。そのような
⼼理学の観点から⾃⼰理解や他者理解ができ、かつ臨床⼼理学の知⾒に基づく対⼈⽀援や
⼼理⽀援のための効果的なコミュニケーション・スキルを修得した職業⼈を養成すること
は、今⽇の社会的要請に応えるものである。

本学が設置されている群⾺県は、2040 年の群⾺県の⽬指す姿を描いた「新・群⾺県総合

2 「令和 5 年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査結果」概
要 https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf
3 令和 3 年度障害者総合福祉推進事業「医療機関における公認⼼理師が⾏う⼼理⽀援の実
態調査」https://www.jacpp.or.jp/document/pdf/pdf20220530/01_20220530.pdf
4 令和５年版「過労死等防⽌対策⽩書」 https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/karous

hi/23/index.html
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計画5」において、「⾃ら思い描く⼈⽣を⽣き、幸福を実感できる」社会を⽬指すことをア
ピールしている。その中で、「年齢や性別、国籍、障害の有無等にかかわらず、すべての
県⺠が、誰⼀⼈取り残されることなく、⾃ら思い描く⼈⽣を⽣き、幸福を実感できる⾃⽴
分散型の社会」、⾔葉を換えれば Well-being 社会を⽬指すとしている。

また、本学が設置されている⾼崎市は、⾸都圏と北陸・信越を結ぶ交通の拠点として、
⼈、もの、情報が交流する要衝である。それにともない、⾼崎市は様々な⼈々や⽂化が集
積する場所となっており、社会増減はおおむね増加の傾向にある。そのような多⽂化、多
様性の街において共⽣する⼈々には、⽇常⽣活や職業場⾯等の中で様々な⼼理社会的課題
が⽣じると推察される。

このような地域において、先述した⼼理学の知⾒とスキルを修得した職業⼈を養成する
ことは、あらゆる⽣涯発達段階にある⼼理社会的課題を抱える⼈々を、さまざまな場⾯で
⽀援することを可能にすると考える。本学においてこのような⼈材を養成することは、群
⾺県の⽬指す未来の姿の実現に⼤きく貢献するものと確信する。⼀⽅、⾼崎市において⼼
理学科を標榜して体系的に学ぶことのできる⼤学はなく、群⾺県内においてもそのような
⼤学は１校にとどまっているのが現状である。このことから、本学において⼼理学科を設
置することは意義がある。

加えて、今回の新設学科においては、国家資格である公認⼼理師の受験資格となる学部
要件を満たすカリキュラムを備えることから、⼀期⽣が卒業する年には⼤学院を設置し、
⼼理専⾨職の養成を⽬指すことを付記する。

（４）人間発達学部心理学科において養成する人材像

⼈間発達学部⼼理学科の理念・教育⽬標と卒業認定・学位授与の⽅針（ディプロマ・ポ
リシー）、教育課程編成・実施の⽅針（カリキュラム・ポリシー）及び⼊学者受⼊れの⽅
針（アドミッション・ポリシー）との相関は【資料１】のとおりである。

【資料１】⼈間発達学部⼼理学科の教育理念・教育⽬標と３つのポリシー

１）⼈間発達学部⼼理学科の教育理念・⽬的
⼈間発達学部⼼理学科では、「“⽣きる”を⽀える⼼理学教育」を教育理念として、⼼理⽀

援の際に求められる科学的思考と個々に配慮する柔軟な思考の両側⾯を備えた対⼈態度を
育み、⽣涯発達過程で⽣じる様々な出来事に対して、⼼理学の知⾒を⽤いて、⾃分を⽣
き、他者を⽣かす形で問題解決ができる⼈材の育成を⽬的とする。

また⼈間発達学部⼼理学科では、上記の教育理念・⽬的に基づき、⼼理学の専⾨的知識
を持って⾃⼰や他者を理解し、その理解を踏まえて様々な⼈の⽣涯発達を⼼理⾯から⽀え
るための実践ができる、以下のような知識と技能を備えた⼈材育成を教育⽬標とする。

5 「新・群⾺県総合計画」（p.5）https://gunma-v.jp/dbook/books/kihonkeikaku/#page=5
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〈⼈間発達学部⼼理学科の教育⽬標〉
① 地域で暮らすひとりの⼈として、地域社会へ円滑に適応するための基礎となる豊かな

感性と幅広い教養を涵養する。
② ⼼理学の基礎知識を持って、⾃分を“⽣きる”ための⾃⼰理解や他者を“⽣かす”ための

他者理解を促すとともに、それに基づく⼈間観を育む。
③ “⽣きる（⽣涯発達）”過程で⽣じる様々な問題に対して、⼼理的事象として科学的に

理解し、⼼理学の知⾒と技法を⽤いた問題解決⽅法を論理的に考える⼒を養う。
④ “⽣きる（⽣涯発達）”過程で関わる多様な⽂化や価値観を有する⼈たちと、⼼理学的

⼈間観を活かしてコミュニケーションできる技能を養う。
⑤ 各発達段階における⼼理的特性を踏まえて⾃⼰や他者を理解しながら、組織や社会の

⼀員として共⽣、協働するための⼼理⽀援技能を養う。

２）⼈間発達学部⼼理学科の卒業認定・学位授与の⽅針（ディプロマ・ポリシー）
⼈間発達学部⼼理学科では、本学の課程をおさめ、所定の単位修得等の条件を充たした

上で、健⼤精神である「⾃利利他」の精神に則った教養と⼼理に関する専⾨知識・技能を
修得し、次のような能⼒・資質を備えた⼈物に学位を授与する。
① 豊かな⼈間性と幅広い教養

⼼理専⾨職のみならず社会の⼀員として求められる、豊かな⼈間性、幅広い教養を
⾝につけている。

② ⼼理学の専⾨的知識
⼼理学の基本的な考え⽅と、⼼の仕組み（認知⼼理学）、⼼の⽣涯発達（発達⼼理

学）、⼼と環境の相互作⽤（社会⼼理学）に関する基礎知識と、それに基づいた⾃⼰
理解や他者理解の⽅法を⾝につけている。

③ ⼼理学の専⾨的知識に基づく問題発⾒⼒・問題解決⼒
⼼の働きと⼼理学の研究⽅法、⼼理⽀援の技法を理解した上で、科学的視点ならび

に⼼理臨床的視点の両⽅に基づいた問題解決⽅法を検討する⼒を⾝につけている。
④ ⼼理学の専⾨的知識に基づく実践⼒

⼼理学の知⾒に基づくコミュニケーション・スキルを活⽤して、多様な⽂化や価値
観を有する他者を尊重しながら協働する⼒を⾝につけている。

⑤ ⼼理学の専⾨性を活かした社会貢献⼒
⼼理学の学びを踏まえて、⾃ら主体的に⾏動し、他者が主体的に⾏動することを⼼

理的に⽀援するための⽅法について、常に考え実践する態度を⾝につけている。

３）教育課程の編成・実施の⽅針（カリキュラム・ポリシー）
⼈間発達学部⼼理学科の「教育理念・⽬的」、「卒業認定・学位授与の⽅針」に明⽰した

資質・能⼒が獲得できるよう、共通教養科⽬（教養基礎科⽬・⼈間理解科⽬・リテラシー
科⽬）、専⾨教養科⽬及び専⾨科⽬（専⾨基幹科⽬・専⾨展開科⽬）から構成される、以
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下の体系的かつ系統的な教育課程を編成する。
① 豊かで幅広い教養と感性を養い、深く⼈間を理解することのできる能⼒と国際性を培

うこと、そして健⼤精神「⾃利利他」の精神を涵養するため、教養教育として「共通教
養科⽬」を設置する。

② ⼼理学の基本的な考え⽅と基礎知識を⾝につけるために、「専⾨教養科⽬」と「専⾨
基幹科⽬」を設置する。

③ 科学的視点ならびに⼼理臨床的視点の両⽅に基づいた問題解決⽅法を検討できる⼒を
⾝につけ向上させるために、「実験」、「実習」、「演習」、「卒業研究」を「専⾨基幹科
⽬」群と「専⾨展開科⽬」群に設置する。

④ ⼼理⽀援のための⽀援技法と、その際に求められるコミュニケーション・スキルを⾝
につけるために、「専⾨基幹科⽬」群と「専⾨展開科⽬」群において、それらの技法・
技術の「実習」、「演習」を設置する。

⑤ “⽣きる”を⼼理⽀援する実践⼒を向上させるために、「専⾨教養科⽬」群において、キ
ャリア教育科⽬を設置する。

また、学⽣⼀⼈ひとりが有する学修⽬標に柔軟に対応できるように学修環境の向上・
学修⽀援体制を整備する。

４）⼊学者受け⼊れの⽅針（アドミッション・ポリシー）
⼈間発達学部⼼理学科では、建学の精神に則った本学科の教育理念・⽬的、上記のディ

プロマ・ポリシーを踏まえ、次のとおり⽅針を定め、⼊学者を受け⼊れる。
① ⼼理学の専⾨的知識を活かして「⼈類の健康と福祉に貢献する」ことに強い関⼼を持 

っている。
② ⼼理学の専⾨知識を学修するための⾼校レベルの基礎学⼒を備えている。
③ ⼼理学の専⾨的知識を活かして「⼈類の健康と福祉に貢献する」ことを実現するため

の⼒を、⽣涯にわたって主体的に研鑽したいという意欲がある。
④ 修得した基礎的な知識・技能を活⽤しながら他者と協働して学ぶ態度を⾝につけてい

る。
上記アドミッション・ポリシーに基づき、⾼等学校等において修得した基礎的な知識・

技能、それらを活⽤する能⼒、協働して学ぶ態度等を、多⾯的・総合的に評価する⼊学者
選抜を⾏う。

５）教育研究上の中⼼的分野
⼈間発達学部⼼理学科では、上記「１（３）⼈間発達学部⼼理学科の必要性」、「１

（４）１）⼈間発達学部⼼理学科の教育理念・⽬的」を達成するために、臨床⼼理学の 5
分野（医療、教育、福祉、司法、産業）と、その基盤である広義の基礎⼼理学（認知⼼理
学、発達⼼理学、社会⼼理学）を対象として、幅広く教育研究に取り組むことにより、学
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科全体として体系的に⼼理学の教育研究を⾏い、教育⽬標としている「“⽣きる”を⽀える
⼼理学教育」を実現する。

２ 学部・学科等の特色 
（１）特色の概要

⼈間発達学部⼼理学科は、健⼤精神「⾃利利他」のもと「⼈類の健康と福祉に貢献す
る」という建学の理念に基づき、臨床⼼理学の 5 分野（医療、教育、福祉、司法、産業）
と、その基盤である広義の基礎⼼理学（認知⼼理学、発達⼼理学、社会⼼理学）を対象と
して、体系的に⼼理学の教育研究を⾏う学科である。

⼈間発達学部⼼理学科は、「“⽣きる”を⽀える⼼理学教育」を教育理念としている。ま
た、本学科の特⾊は、「“⽣きる”を“主体的に⾏動すること”」とし、「“⾃分を⽣きること”
を“⾃ら主体的に⾏動すること”」、「“他者を⽣かすこと”を“他者を尊重し、他者の主体的⾏
動を⽀援すること”」と定義し、体系的に⼼理学を学ぶことにより、⼈々の個別性や多様性
の理解を深め、あらゆる⽣涯発達段階にある⼼理社会的課題を抱える個⼈や、そのような
⼈々を抱える地域に、メンタルヘルスの⽀援を中⼼として貢献できる⼈材の養成を⽬指す
ことにある。

また、学科の専⾨科⽬には、公認⼼理師国家試験受験資格に求められる学部要件に係る
科⽬を配置するとともに、認定⼼理⼠、認定⼼理⼠（⼼理調査）、社会調査⼠、准学校⼼
理⼠の資格を取得するための科⽬を配置する。

なお、中央教育審議会による「我が国の⾼等教育の将来像」答申（平成 17 年 1 ⽉）に
おいては、⾼等教育の多様な機能として、1）世界的研究・教育拠点、2）⾼度専⾨職業⼈
養成、3）幅広い職業⼈養成、4）総合的教養教育、5）特定の専⾨的分野（芸術、体育
等）の教育・研究、6）地域の⽣涯学習機会の拠点、7）社会貢献機能（地域貢献、産学官
連携、国際交流等）が⽰されている。

⼈間発達学部⼼理学科が教育の⽬的として掲げている「“⽣きる”を⽀える⼼理学教育」
を⾏うことにより、⼼理⽀援の際に求められる科学的思考と個々に配慮する柔軟な思考の
両側⾯を備えた対⼈態度を育み、⽣涯発達過程で⽣じる様々な出来事に対して⼼理学の知
⾒を⽤いて、⾃分を⽣き、他者を⽣かす形で問題解決ができる⼈材の育成に係る教育研究
内容は、主に 2）⾼度専⾨職業⼈養成、3）幅広い職業⼈養成、4）総合的教養教育､7）社
会貢献機能（地域貢献、産学官連携、国際交流等）の機能や特⾊をもつと考える。

（２）人材養成の特色

⼈間発達学部⼼理学科では、⼼理⽀援の際に求められる科学的思考と個々に配慮する柔
軟な思考の両側⾯を備えた対⼈態度を育み、⽣涯発達過程で⽣じる様々な出来事に対し
て、⼼理学の知⾒を⽤いて、⾃分を⽣かし、他者を⽣かす形で問題解決ができる以下に⽰
した能⼒を有する⼈材を育成する。
① 地域で暮らすひとりの⼈として、幅広い教養を涵養する。
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共通教養科⽬（教養基礎科⽬、⼈間理解科⽬、リテラシー科⽬）と専⾨教養科⽬を、
卒業に必要な 124 単位中約 50 単位（約 40％）履修することを通して、広く⼈や社会に
対する理解を深め、地域社会へ円滑に適応するための豊かな⼈間性と幅広い教養を⾝に
つける。

② ⼼理学の基礎知識を持って、⾃分を“⽣きる”ための⾃⼰理解や他者を“⽣かす”ための
他者理解を促すとともに、それに基づく⼈間観を育む。

⼼理学は⾏動の科学であり、⼈間理解のための学問である。したがって、⼼理学の基
礎知識を⾝につけることは、⾃⼰理解や他者理解の基盤となる。そこで、低年次に広義
の基礎⼼理学（認知⼼理学・発達⼼理学・社会⼼理学）を配置し、その履修を通して⼼
理学の基礎知識を⾝につけ、⼼理学的⼈間観を育む。

③ “⽣きる（⽣涯発達）”過程で⽣じる様々な問題に対して、⼼理的事象として科学的に
理解し、⼼理学の知⾒と技法を⽤いた問題解決⽅法を論理的に考える⼒を養う。

先に述べたように、⼼理学は⾏動の科学であり、⼈間のあらゆる⾏動を科学的⼿法に
よって検証しようとする学問である。したがって、⼼理学の研究⼿法を学び、それを使
えるようになることは、⽣涯発達過程で⽣じる様々な問題を、科学的に理解し、論理的
に考える⼒を養うことにつながる。そのため⼊学予定者には、⼊学前教育を義務付け
る。本学では全ての学科において⼊学前教育を実施しており、⼼理学科においても同様
に実施する。⼊学後は、専⾨教養科⽬及び専⾨基幹科⽬の低学年次に配置した科⽬を学
ぶことによって、⾏動の科学としての⼼理学の考え⽅と基本的な研究⽅法（観察、実
験、調査、検査）を確実に⾝につけられるようにする。ただしそれが困難と思われる場
合には、学内にある学習⽀援センターでの補習を促す。

そして、主に３、４年次に、観察、実験、調査、検査で得られたデータを科学的に取
り扱うための量的・質的分析⽅法を学ぶ講義・演習科⽬と卒業研究を配置し、現在の職
業⼈に求められる「根拠を明⽰すること」や「論理的に説明すること」に対応できる科
学的思考と実践⼒を養う。

④ “⽣きる（⽣涯発達）”過程で関わる多様な⽂化や価値観を有する⼈たちと、⼼理学的
⼈間観を活かしてコミュニケーションできる技能を養う。

本学が設置されている群⾺県は、海外からの様々な⼈々や⽂化が集積する場所となっ
ており、多⽂化・多様性の⼟地である。そのような⼟地柄で暮らす⼈々を⼼理⽀援する
ためには、多様な⽂化や価値観の存在を踏まえて他者を理解し、コミュニケーションで
きる技能が求められる。そこで、1 年次から 4 年次にかけて、コミュニケーション・ス
キルを⾝につけ社会で活⽤できるようになるための講義・演習科⽬を配置し、⼼理学的
⼈間観を育みつつ、その技能を養う。

また、1 年次と 2 年次にキャリア教育科⽬を配置し、それらの科⽬を履修後、学⽣の
ニーズに応じて職場・職業体験をすることにより、コミュニケーション・スキルの実践
を重ねることができるようにする。
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⑤ 各発達段階における⼼理的特性を踏まえて⾃⼰や他者を理解しながら、組織や社会の
⼀員として共⽣、協働するための⼼理⽀援技能を養う。

本学科は⼈間発達学部に設置される。その意義は、⽣涯発達のあらゆる段階における
⼈々のメンタルヘルスをサポートする⼈材、すなわち⼼理⽀援ができる⼈材を養成する
点にある。したがって、⼼理⽀援の考え⽅の基本を理解し、その技能を⾝につけられる
ようにすることは重要である。そこで、2 年次から 4 年次にかけて、臨床⼼理学の概論
と⼼理学各論、並びに⼼理学的⽀援法、⼼理アセスメントについて学ぶ科⽬を配置す
る。

また、専⾨基幹科⽬と専⾨展開科⽬には、公認⼼理師国家試験受験資格のうち、学部
要件に係る科⽬を配置し、公認⼼理師国家資格の取得を希望する学⽣のニーズに応じら
れるようにする。

（３）地域貢献に関する特色

⼈間発達学部⼼理学科では、⼦ども教育学科とは別に新たに⼼理学科の専⽤棟を建設す
る予定である。⼼理学科棟には、通常の教育研究に必要な講義室、研究室、⽤途の異なる⼼
理学実験室、事務室等に加え、学⽣と隔絶した区画に、相談者待合室、個別・集団⾯接室、
⼼理相談遊戯室（プレイルーム）、⼼理検査室等を有した学外（地域社会）の⼈々の相談に
対応する「⼼の相談室（仮称）」を設置する予定である。

これにより、本学では地域社会の⼈々にメンタルヘルスに係る⼼理学的な知⾒に基づく
⽀援が可能となり、⼼理学科が関わる特⾊ある社会貢献といえる。

また、本学の⼈間発達学部⼦ども教育学科では、20 年前に⼦ども・家族⽀援センターを
設置して、⼦どもと家族の⼼と体に係る相談に取り組んでいる。この度の⼼理学科設置に伴
って開設される予定の「⼼理相談室（仮称）」が、従前の⼦ども・家族⽀援センターと連携
することにより、地域貢献の⼀層の活性化が促され、更なる地域貢献が期待できる。

３ 学部・学科等の名称及び学位の名称 

（１）学部等の名称

名称 英訳名
学部名称 ⼈間発達学部 Faculty of Human Development
学科名称 ⼼理学科 Department of Psychology
学位名称 学⼠（⼼理学） Bachelor of Psychology

（２）学部・学科名称の説明

新設学科は、少⼦⾼齢化が進展し、併せて社会の複雑化や多様化、多元化、国際化が進
⾏する社会において、幼児から⾼齢期までの⽣涯発達段階において⼈々が置かれている環
境から派⽣する様々な⼼理的葛藤に対し、メンタルヘルスの⽀援を中⼼として貢献できる
⼈材の養成を⽬的としている。
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そのため、臨床⼼理学の 5 分野（医療、教育、福祉、司法、産業）と、その基盤である
広義の基礎⼼理学（認知⼼理学、発達⼼理学、社会⼼理学）を対象として、体系的に⼼理
学の教育研究を⾏う。

上記のことから、⾼崎健康福祉⼤学が令和８年（2006 年）4 ⽉に開設を予定している学
部・学科の名称は、「⼈間発達学部⼼理学科」とする。

その英語名称は、国際的通⽤性に配慮して、学部・学科それぞれを次のとおりとする。
学部 「Faculty of Human Development」
学科 「Department of Psychology」

（３）学位の名称

学位の名称は「学⼠（⼼理学）」とし、英語名称は、我が国においても海外においても
⼀般的名称である「Bachelor of Psychology」とする。

４ 教育課程の編成の考え方及び特色 
（１）教育課程編成の基本方針

先述（１（４）３））の⼈間発達学部⼼理学科のカリキュラム・ポリシーは、以下に⽰
す⾼崎健康福祉⼤学（学⼠課程）のカリキュラム・ポリシーに基づき定めたものである。

〈⾼崎健康福祉⼤学のカリキュラム・ポリシー〉

・卒業認定・学位授与の⽅針に掲げる⼈材を養成するため、共通教養科⽬と専⾨科
⽬を体系的に編成します。共通教養科⽬は、⾼校から⼤学への導⼊のための初年
次科⽬、⼤学における学びの全般を⽀え専⾨教育の基盤となる基礎科⽬、豊かな
⼈間性を養う教養科⽬等から構成されます。専⾨科⽬は、専⾨分野の体系に基づ
いて配置します。

・学⽣の履修を⽀援するため、授業の概要を⽰すシラバスには、必要な予習復習の
内容に加えて、ディプロマ・ポリシーや SDGs との関連度を⽰すとともに、科⽬
間の関係や学習の順序をカリキュラム・マップやカリキュラム・ツリー、履修モ
デルなどによって⽰します。

・学⽣の⾃⽴的・⾃律的な学びを⽀援し、現実の社会や⾃然との往還により学びを
深化させるため、講義形式の授業だけでなく、実習・実験などのアクティブ・ラ
ーニングを多数取り⼊れます。また、⼗分な学習時間を確保するために授業時間
外の学習を促します。さらに、すべての授業において明確な評価基準に基づいて
厳格な成績評価を⾏います。

・各学⽣には学期ごとにディプロマ・ポリシーの達成度や SDGs の学修量などを⽰
し、修学への気づきを促すとともに、卒業時には卒業認定・学位授与の⽅針で⽰
された能⼒が着実に⾝についているのかどうかを検証します。
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1．本学が建学の理念に掲げる⼈間尊重と⼈間理解を基調とする「⼈類の健康と福
祉に貢献する」の実現のために、⼈々と社会の健康と⾼度な福祉社会の構築に
向けて、貢献できる⼈材を養成する。

2．幅広い教養をもち、併せてグローバル社会に対応できる国際感覚と⾼度な情報
社会に適応できる情報活⽤能⼒を⾝に付けさせることによって専⾨教育に向け
ての基礎⼒を付与する。

⼈間発達学部⼼理学科の特⾊は、健⼤精神「⾃利利他」のもと「⼈類の健康と福祉に貢
献する」という建学の理念に基づき、広義の基礎⼼理学（認知⼼理学、発達⼼理学、社会
⼼理学）を基盤として、医療、教育、福祉、司法、産業の 5 分野に係る臨床⼼理学の教育
研究を⾏うことにある。したがって、本学科の教育⽅針は、豊かで幅広い教養とグローバ
ルな視野を⾝に付けさせるとともに、⼼理学の専⾨的知識と技術の修得を通じて、⾃分を
“⽣きる”ための⾃⼰理解と他者を “⽣かす”ための他者理解を促し、それに基づく⼈間観を
育むことにある。それにより、多様化する価値観の中でますます複雑性を増す現代社会に
⽣きる⼈々の⽣涯発達段階や様々な⽣活環境下で派⽣する⼼の葛藤に病む⼼に“安らぎ”を
与え、 “⽣きる”ことへの価値観を醸成することができる⼈材を育成できると考える。そし
て、⼼理学の専⾨家として⽣涯にわたって学修する職業観を⾝につけさせることを使命と
する。

そのため、本学科の教育課程は、全学で共通して開講する共通教養科⽬と、専⾨教養科
⽬及び専⾨科⽬に区分され、それぞれに必要不可⽋な科⽬を配置して編成する。カリキュ
ラムは、カリキュラム・マップ（【資料２】）及びカリキュラム・ツリー（【資料３】）が⽰
すように、講義、実験、実習、演習を適切に組み合わせて体系化している。

シラバス作成、成績評価、卒業認定・学位授与の⽅針で⽰された能⼒が⾝についている
のかの検証については、本学他学科と同様に実施する。

【資料２】⼈間発達学部⼼理学科カリキュラム・マップ
【資料３】⼈間発達学部⼼理学科カリキュラム・ツリー

１）共通教養科⽬の教育⽬標

本学では、共通教養科⽬（全学共通科⽬）を設置して以下の教育課程を編成しており、
⼈間発達学部⼼理学科においても同様に科⽬を配置して、⼼理学科の教育研究の⽬的を勘
案した独⾃の履修⽅法を学⽣に提⽰する。

・幅広い教養と知識の涵養を⽬的として「教養基礎」科⽬群を配置する。
・豊かな⼈間性と社会性の涵養を⽬的として「⼈間理解」科⽬群を配置する。
・幅広い視野と国際性、コミュニケーション能⼒、情報処理能⼒の醸成を⽬的として

「リテラシー」科⽬群を配置する。
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1．地域で暮らすひとりの⼈として、地域社会へ円滑に適応するための基礎となる
豊かな感性と幅広い教養を涵養する。

2．⼼理学の基礎知識を持って、⾃分を“⽣きる”ための⾃⼰理解や他者を“⽣かす”た

めの他者理解を促すとともに、それに基づく⼈間観を育む。
3. “⽣きる（⽣涯発達）”過程で⽣じる様々な問題に対して、⼼理的事象を科学

的に理解し、⼼理学の知⾒と技法を⽤いた問題解決⽅法を論理的に考える⼒を
養う。

4. “⽣きる（⽣涯発達）”過程で関わる多様な⽂化や価値観を有する⼈たちと、
⼼理学的⼈間観を活かしてコミュニケーションできる技能を養う。

5. 各発達段階における⼼理的特性を踏まえて⾃⼰や他者を理解しながら、組織
や社会の⼀員として共⽣、協働するための⼼理⽀援技能を養う。

２） 専⾨科⽬の教育⽬標

以上述べたことは、⼈間発達学部⼼理学科のカリキュラムにおいて以下のように集約で
きる。

1. 豊かで幅広い教養と感性を養い、深く⼈間を理解することのできる能⼒と国際性を培
うこと、そして健⼤精神「⾃利利他」の精神を涵養するため、⼼理学科においても全学
共通科⽬としての「共通教養科⽬」を配置する。

2. ⼼理学の基本的な考え⽅と基礎知識を⾝につけるために、「専⾨教養科⽬」と「専⾨
基幹科⽬」を配置する。「専⾨教養科⽬」では⼼理学を学ぶ準備をするための 7 科⽬
を、「専⾨基幹科⽬」では⼼理学の考え⽅、基礎知識、⼿法を学ぶための科⽬を配置す
る。

3. ⼼理臨床的視点に基づいた問題解決⽅法を科学的視点から論理的に検討できる⼒を⾝
につけ、向上させるために「演習」科⽬、「実験」科⽬、「実習」科⽬、「卒業研究」関
連科⽬を「専⾨基幹科⽬」群と「専⾨展開科⽬」群に配置する。

4. ⼼理⽀援のための技法とその際に求められるコミュニケーション・スキルを⾝につけ
るために、「専⾨基幹科⽬」群と「専⾨展開科⽬」群において、それらの技法・技術に
関する「講義」科⽬、「演習」科⽬、「実習」科⽬を配置する。

5. “⽣きる”を⼼理⽀援する実践⼒を向上させるために、「専⾨教養科⽬」群において、
キャリア教育科⽬を配置する。

6. 学⽣⼀⼈ひとりが有する学修⽬標に柔軟に対応できるよう、⼀⼈の教員が 5 ⼈前後
の学⽣の指導や相談を担当するアドバイザー制を導⼊するとともに学修環境の向上・学
修⽀援体制を整備する。
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（２）科目区分の設定及び科目構成

⼈間発達学部⼼理学科で実施される教育課程は、1）共通教養科⽬（教養基礎科⽬、⼈
間理解科⽬、リテラシー科⽬）、2）専⾨教養科⽬、３）専⾨科⽬（専⾨基幹科⽬、専⾨展
開科⽬、 卒業研究関連科⽬）に区分される。（【資料４】）

なお、中央教育審議会の答申「新しい時代における教養教育の在り⽅について」（平成
14 年 2 ⽉）で指摘しているように、⾃⼰の進路について考え、そして主体的に⾏動してい
く⼒を育む等を⽬的とした授業科⽬は、全学⼀律の「共通教養科⽬」に配置されている
「⽣涯学習概論」や「キャリア形成論」、⼈間発達学部⼼理学科「専⾨教養科⽬」に配置
した「キャリアアップ演習Ⅰ・Ⅱ」等で構成する。

各科⽬区分の構成と考え⽅，特⾊は次のとおりである。
【資料４】⼈間発達学部⼼理学科科⽬⼀覧

１）共通教養科⽬
全学に共通する科⽬であって、新しい時代における我が国社会を⽀える社会⼈としてふ

さわしい教養・技能を⾝につけることを⽬的に、教養基礎、⼈間理解、リテラシーの科⽬
群で構成される。また、共通教養科⽬は、本学の理念とする健康と福祉に関する科⽬で構
成され、社会⼈として⾝につけておくべき基礎的かつ多岐にわたる教養科⽬を内容とし、
全 45 科⽬ 75 単位を開講する。すなわち変化の激しい現代社会や様々な課題を抱える地域
社会を⼈⽂・社会科学の視点から捉え、⾃らの専⾨の基盤を培うための「教養基礎科
⽬」、⾃らの専⾨が対象とする⼈間を多⾯的により深く理解するための「⼈間理解科⽬」、
情報化・国際化に対応するための情報リテラシー及び外国語リテラシーを修得するための
「リテラシー科⽬」から成る。
① 教養基礎科⽬

教養基礎科⽬は、１年次において開講され、キャリア形成基盤科⽬、現代社会の理解
科⽬、健康・スポーツ科⽬の３区分で構成される。⼤学での学び、キャリア形成のため
の基盤科⽬として、5 科⽬（「健⼤で学ぶ Well-being」、「基礎教養ゼミ」、「⽇本語表現
法」、「キャリア形成論」、「⽣涯学習概論」）を開講する。また、現代社会を理解するた
めの科⽬として、５科⽬「⽇本国憲法」、「法学」、「経済学」、「社会学」、「国際関係論」
を開講する。さらに健康・スポーツ科⽬として、４科⽬「⽣命と環境の科学」、「⽣涯健
康論」「体育理論」、「体育実技」を開講する。上記の区分から「健⼤で学ぶ Well-
being」、「基礎教養ゼミ」、「⽇本語表現法」、「⽇本国憲法」、「体育理論」、「体育実技」及
び「キャリア形成論」の７科⽬（11 単位）を必修とする。

② ⼈間理解科⽬
⼈間理解科⽬は、１年次から２年次前期において開講され、全て選択科⽬として 14

科⽬開講する。⼈間の根源的なあり⽅を理解し、他者もしくは社会との関わりについて
考察することを⽬的として「哲学」、「倫理学」、「⼼理学」、「⼈間関係論」等を開講す
る。また、現代の⾼度な福祉社会に対応するため、本学の⽬指す⼈類の健康と福祉につ
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いてその特質や諸課題について学ぶ「共⽣の倫理」、「ボランティア・市⺠活動論」等を
開講する。さらに、英語のみで講義を⾏う「Introduction to Healthcare Sciences」
（I.H.S）や、先⾒⼒及び思考⼒を⾼めることを狙いとして⽇本棋院所属の棋⼠が担当す
る「囲碁の世界」を開講する。

③ リテラシー科⽬
リテラシー科⽬は、１年次から２年次において開講され、外国語科⽬は「英語」及び

その他の⾔語に区分され、計 11 科⽬開講する。「英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」の 4 科⽬（4 単
位）は必修科⽬であり、学⽣の学習到達度に合わせてクラス分けを⾏い、基礎的な英語
⼒を⾼めることを⽬標とする。「英語Ⅲ・Ⅳ」では、リスニング・スキルやコミュニケ
ーション・スキルを⾝につけ、英語で講義を受ける⼒、英語で表現する⼒を養うことを
⽬標とする。その成果は、前述した⼈間理解科⽬に分類されている「Introduction to
Healthcare Sciences」で⽣かされることになる。その他に「Integrated English Ⅰ・Ⅱ」
が開講され、海外英語研修、TOEIC に向けより⾼いスキルを⾝につけることを⽬的と
する。「その他の⾔語」の科⽬では、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「ポルトガ
ル語」、「ハングル語」の 5 科⽬を開講し、グローバルな視点を養い、マルチカルチュラ
リズムの時代に合わせた⼈材養成の基礎作りを⽬標とする。

情報処理科⽬は計６科⽬開講する。情報処理科⽬では、「⼼理学実験Ⅰ」の履修並び
に「卒業研究」の際に必要となるデータ解析で求められる情報処理技術の基礎を修得す
ることを⽬標とする。この⽬標を達成するために、「情報リテラシーⅠ・Ⅲ・Ⅳ」の計
３科⽬（3 単位）を必修とする。

２）専⾨教養科⽬
⼼理学の基本的な考え⽅と基礎知識を⾝につけるための導⼊科⽬として「⼼理学の理

解とキャリアデザイン」、「⼼理学基礎演習Ⅰ・Ⅱ」、「⼈体の構造と機能及び疾病」、の 4
科⽬（6 単位）を必修科⽬として開講する。また、⾃⼰の進路について考え、そして主
体的に⾏動していく⼒を育むことを⽬的とした「キャリアアップ演習Ⅰ・Ⅱ」の 2 科⽬
（2 単位）を必修科⽬として開講する。さらに、⼼理⽀援の際に求められるコミュニケ
ーション・スキルを⾝につけることを⽬的とした「対⼈コミュニケーションの⼼理学」
（2 単位）を必修科⽬として開講する。

３）専⾨科⽬
① 専⾨基幹科⽬

⼼理学の基本的な考え⽅、基礎知識と研究⽅法、⼼理⽀援法の基礎を⾝につけるため
の科⽬群として、12 科⽬（24 単位）を必修科⽬、9 科⽬（18 単位）を選択科⽬とし
て、合計 21 科⽬（42 単位）を開講する。⼼理学の基本的な考え⽅と基礎知識を⾝につ
ける科⽬として、「⼼理学概論」、「知覚・認知⼼理学」、「発達⼼理学」、「社会・集団・
家族⼼理学」、「臨床⼼理学概論」の５科⽬（10 単位）を必修科⽬として開講する。ま
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た、⼼理学の各論を学ぶ科⽬として、「学習・⾔語⼼理学」、「感情・⼈格⼼理学」、「神
経・⽣理⼼理学」、「障害者・障害児⼼理学」、「健康・医療⼼理学」、「司法・犯罪⼼理
学」、「福祉⼼理学」、「教育・学校⼼理学」、「産業・組織⼼理学」の 9 科⽬（18 単位）を
選択科⽬として開講する。そして⼼理学の研究⽅法と⼼理⽀援法の基礎を⾝につける科
⽬として、「⼼理学統計法Ⅰ」、「⼼理学研究法Ⅰ」、「⼼理学実験Ⅰ」、「⼼理的アセスメ
ントⅠ・Ⅱ」、「⼼理学的⽀援法」、「対⼈援助職の倫理」の 7 科⽬（14 単位）を必修科⽬
として開講する。

② 専⾨展開科⽬
⼼の働きと⼼理学の研究⽅法、⼼理⽀援の技法の基礎を理解した上で、科学的視点並

びに⼼理臨床的視点の両⽅に基づいた問題解決⽅法を具体的に検討する⼒を⾝につける
ための科⽬群として、33 科⽬（63 単位）を選択科⽬として開講する。⼼理学の研究⽅
法と⼼理⽀援法の具体を学ぶ科⽬として、「⼼理学統計法Ⅱ・Ⅲ」、「⼼理学研究法Ⅱ」、
「⼼理学実験Ⅱ」、「⼼理調査法」、「質的研究法」、「⼼理調査法演習」、「⼼理アセスメン
ト実習」の 8 科⽬（16 単位）を選択科⽬として開講する。そしてコミュニケーション・
スキルの向上につながる知識とスキルを⾝につける科⽬として、「⾃⼰表現の⼼理学」、
「暮らしの中の⼼理学」、「ものがたりの中の⼼理」、「ストレス理解の⼼理学」、「間違え
る⼼理」、「コミュニケーション⼼理学演習」、「暮らしに活かすカウンセリング」、「⼦ど
も理解の⼼理学」、「⾼齢者理解の⼼理学」、「消費者理解の⼼理学」、「多様性理解の⼼理
学」、「情報社会の⼼理学」の 12 科⽬（23 単位）を選択科⽬として開講する。加えて⼼
理⽀援の実践について学ぶ科⽬として、「からだを動かして学ぶ対⼈援助」、「精神疾患
とその治療」、「公認⼼理師の職責」、「カウンセリング各論」、「援助のためのコミュニケ
ーション・スキル」、「関係⾏政論」、「医療分野における⼼理臨床」、「⼼理演習」、「⼼理
実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」、「多職種連携における⼼理専⾨職」、「臨床地域援助論」の 13 科⽬
（24 単位）を開講する。

これら専⾨展開科⽬群については、公認⼼理師国家試験受験資格、認定⼼理⼠、認定
⼼理⼠（⼼理調査）、社会調査⼠、准学校⼼理⼠の資格を取得するための科⽬が含まれ
ており、学⽣は⾃らのニーズに応じて資格取得に必要な科⽬を履修することができる。

③ 卒業研究関連科⽬
4 年次前期から始まる卒業研究に向けて、３年次後期に「⼼理学研究法演習」（2 単

位）を必修科⽬として開講する。「⼼理学研究法演習」では、指導教員のもと卒業研究
課題の内容、⼿法等⾃らのテーマと近縁する内外の研究論⽂の読解と考察、及びディス
カッションを通して⾃らの研究課題の学問的位置づけの確認や研究推進上のサジェッシ
ョンを得ることを⽬的とする。その後、4 年次前・後期に「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」（各 2 単
位）を開講する。「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」では、実験・実習、調査等のスキルを駆使してデ
ータを収集、解析し、考察まで論⽂形式に取りまとめて卒業論⽂として提出する。卒業
研究の最終成果は、卒業論⽂発表会において発表し、発表内容や⼝頭試問により評価す
る。
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５ 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 
（１）教育方法

１）教育の体制
⼈間発達学部⼼理学科の授業は、講義、演習、実験・実習、卒業研究で構成される。⼤

学における授業は、授業の内容等により多彩であるが、本学科は 1 学年 40 名であり、私
⽴⼤学における⼼理学科の⼊学定員として最も少ない規模といえる。また、３年次以降は
各種資格取得のための選択科⽬が主なため、講義規模は 25 名前後になることが⾒込ま
れ、本学の教育⽅針でもある少⼈数教育が実施できる。演習、実験・実習のうち、専⾨科
⽬群に設置される科⽬は学年単位で⾏うことになるが、担当教員を複数名配置する指導体
制で実施する。３年次以降における実験・実習、演習では、２年次までのそれとは異な
り、各種資格の取得希望状況により履修者数が変動する。それでも約 10〜30 名と少⼈数
に収まることが⾒込まれるため、個々の学⽣の学修到達度を把握しながら進めることがで
きる。 また、３年次後期より開講する「⼼理学研究法演習」並びに「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」
においては、基幹教員（主専）8 名が指導教員としてそれぞれ４〜５名の学⽣を受け持
ち、学⽣をいずれかの基幹教員の研究室所属になるよう配置して卒業研究を指導できる体
制になるよう整える。

２）教育の⽅法
⼈間発達学部⼼理学科では、⼼理学の理論と応⽤を実践的に学ぶことができるようにす

る。そのため、⼼理学の基本となる原理・原則や理論を学⽣が理解できるようにするとと
もに、物事の事象の捉え⽅や考え⽅について適切な事例を提⽰するなど学⽣の学修への意
欲と集中を⾼めるため、アクティブ・ラーニングによる授業の展開に努める。さらに、講
義や実験等については必要に応じて視聴覚機器の活⽤ができるように講義室や学⽣実験室
等に必要な機器を設置する。

演習、実験・実習では、体験学習、レポート作成、プレゼンテーション等を組み合わせ
て取り⼊れ、学⽣が主体的、⾃主的に学修に取り組むことができるよう、「理論と実践」
を共存させた効果的な授業を実施する。

卒業研究は、指導教員と⾯談の上でテーマを設定し、ディスカッションしながら研究を
進める。その際、指導教員の研究室単位での演習（「⼼理学研究法演習」並びに「卒業研
究Ⅰ・Ⅱ」）を週１回のペースで実施する。この演習科⽬では、学⽣がそれぞれの卒業研
究のテーマに関わる関連⽂献を持ち寄って、論⽂の読解、解説、討論を繰り返すことで⾃
らの卒業研究の学問的位置づけや意義を明確にする。卒業研究においては、学⽣が研究課
題を進めるにあたり学修してきた知識・技能を活⽤してデータの収集に努め、教員の指導
や学⽣間のディスカッションを通して研究の⽅向性を確認できる体制を整える。また研究
ノートの作成、研究室内の中間報告会等を⾏うことで、⾃ら考え、学⽣同⼠が相互評価し
合い、4 年間の学修の総決算を図るとともに、社会⼈となるにあたっての⼼構えと⼒量を
つけることができるよう、丁寧な個別指導を⾏う。
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３）配当年次
授業科⽬の配当年次については「教育課程等の概要」に⽰す。共通教養科⽬と専⾨教養

科⽬は、1〜2 年次に開講する。共通教養科⽬群の「情報リテラシーⅠ・Ⅲ・Ⅳ」は１年次
前期に開講し１年次後期以降の各科⽬でコンピュータを活⽤できるようにする。専⾨教養
科⽬は、⼼理学の考え⽅、研究の⽅法論を⾝につけることを⽬的として、主に 1〜２年次
に配当する。特に、「⼼理学の理解とキャリアデザイン」及び「⼼理学基礎演習Ⅰ・Ⅱ」
は、⼼理学を学ぶにあたっての⼼構えや観点、論⽂やレポートの読み書きの技能を⾝につ
けるための科⽬であり、重要である。

専⾨基幹科⽬は、⼼理学の基礎的知識や研究技能の修得を⽬的として、1〜３年次に開
講する。専⾨基幹科⽬に含まれる科⽬群は、臨床⼼理学という学問領域を⽀えている広義
の基礎⼼理学（認知⼼理学、発達⼼理学、社会⼼理学）と「臨床⼼理学概論」を中⼼に、
⼼理⽀援に必要な⼼理学の基礎知識を⾝につけるための科⽬を開講する。

専⾨展開科⽬は、２〜４年次にかけて配置した。専⾨展開科⽬には、⼤学院等で公認⼼
理師国家試験の受験資格を得るために学部教育で求められる履修科⽬群、及び各種資格を
取得するための科⽬が含まれている。それらの科⽬では、社会の問題を解決するための⼼
理学の知⾒を踏まえた⽅法を、1〜3 年次に開講される専⾨基幹科⽬での学びを踏まえて学
ぶことができる。

卒業研究関連科⽬は、3 年次後期〜4 年次にかけて開講する。

（２）履修方法と指導体制

１）指導体制
⼈間発達学部⼼理学科における履修指導については、教員と職員が相互に連携しつつ、

学⽣の興味・関⼼や希望、能⼒に応じて丁寧に対応する。その⽬的は、学⽣が⾃⾝の進路
を⾒定め、必要な科⽬を円滑に履修できるよう指導することにある。新⼊⽣に対する履修
指導は、⼊学時のオリエンテーションで具体的に細部にわたって丁寧に説明し、学年進級
時には、必要に応じて適宜履修に関する指導を⾏う。本学では教員によるアドバイザー制
を設けており、教員⼀⼈当たり、各学年約５名の学⽣を受け持ち、必要に応じて助⾔指導
を⾏う。また、学⽣は、履修科⽬について質問等がある場合は、シラバスに⽰されるオフ
ィスアワーを利⽤して指導を受けることができる。

２）履修科⽬の登録上限
⼈間発達学部⼼理学科では、授業時間外（予習・復習）を含む学修時間の確保を考慮の

上、かつ⼤学設置基準第 27 条の２第２項に基づき、各学期の履修登録単位数の上限を原
則 24 単位と定め、学⽣が在学期間にわたって計画的に授業科⽬を履修できるよう指導す
る。
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３）シラバスの活⽤
学⽣は、⾃分の興味、関⼼、将来の進路等を考慮しながら、適切に科⽬選択をするため

にシラバスを活⽤する。シラバスは、本学のホームページで公開しており、学⽣は⾃⾝の
⼊学年度シラバスを確認しながら、学修計画⽴案や履修登録を⾏う。シラバスには、開講
される授業科⽬について「授業の⽬的・⽬標」、「学修到達⽬標」、「授業概要」、「授業計
画」、「予習・復習の学修時間」「評価⽅法」、「履修上の注意事項」「オフィスアワー」等が
記載されている。

４）GPA 制度
客観的かつ厳格な成績評価の仕組みとして、GPA（Grade Point Average）制度を導⼊

し、学⽣⾃⾝が修得した成績を点数化し、学習意欲を⾼めるとともに、履修指導に活⽤す
る。GPA は授業科⽬毎の成績評価を４〜０点の GP に置き換えてその科⽬の単位数を乗
じ、その総和を履修登録単位数の合計で除した値である。なお、GPA は本学の給付型奨
学⾦の奨学⽣選考や卒業時の褒賞等の参考資料としても活⽤する。
① 成績評価

・学期毎に授業科⽬の成績を４段階で評価し、それぞれに対し、以下の GP を与える。

表１ GP 及び成績評価
成績 試験規程評価 単位付与 GP（点）

100〜90 点 S 合格 4
89〜80 点 A 合格 3
79〜70 点 B 合格 2
69〜60 点 C 合格 1
59 点以下 D 不合格 0

・計算⽅法
学期 GPA=（各科⽬の修得単位数×GP）当該学期の合計／当該学期の履修登録科

⽬の単位数の合計
累積 GPA=（各科⽬の修得単位数×GP）の合計／履修登録科⽬の単位数の合計

・学⽣は、本学の成績管理システムにログインすることで、その時点での修得単位数、
成績、GP 等を確認可能である。

② 履修指導への反映
本学では年２回各学期終了後に「個⼈別時間割表」と「単位成績評価表」を保護者に

送付し、学⽣指導の効果を上げるために保護者と連帯する⽅式を採⽤している。クラス
担任、教務担当教員並びにアドバイザー教員が連携し、成績不良の学⽣に対し、改善計
画書の提出を義務づけ当該学期終了時点で学修指導・⽣活指導を⾏う。
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（３）卒業要件

卒業認定を受けるために必要な修得単位数は 124 単位である。また、科⽬区分別必要単
位数は表２のとおりである。配当科⽬は全学共通の「共通教養科⽬」と⼈間発達学部⼼理
学科の「専⾨教養科⽬」「専⾨科⽬」に分けられる。

表２ 科⽬区分ごとの必要最低修得単位数

科⽬区分
卒業要件単位数

必修 選択 計

共通教養科⽬
教養基礎 11 4 以上

40 以上⼈間理解 0 10 以上
リテラシー 7 ３以上

専⾨教養科⽬ 10 0 10

専⾨科⽬
専⾨基幹 24 0

74 以上専⾨展開 0 44 以上
卒業研究関連 6 0

共通教養科⽬には 45 科⽬（74 単位）が配当されており、これらの科⽬は１年次と２年
次に履修する。共通教養科⽬は「教養基礎科⽬」、「⼈間理解科⽬」、そして「リテラシー
科⽬」の区分があり、「教養基礎科⽬」から「健⼤で学ぶ Well-being」（１単位）、「基礎教
養ゼミ」（2 単位）、「⽇本語表現法」（2 単位）、「⽇本国憲法」（2 単位）、「体育理論」（1 単
位）、「体育実技」（1 単位）及び「キャリア形成論」（2 単位）を、リテラシー科⽬から
「英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」（各１単位）、「情報リテラシーⅠ・Ⅲ・Ⅳ」（各１単位）の 14 科
⽬（18 単位）を必修として履修する。なお、共通教養科⽬群から選択科⽬として 22 単位
以上（教養基礎科⽬ 4 単位以上、⼈間理解科⽬ 10 単位以上、リテラシー科⽬ 3 単位以上
を含む）を修得しなければならない。

専⾨教養科⽬は 7 科⽬（10 単位）をすべて必修科⽬として、1 年次から 2 年次に履修す
る。「⼼理学の理解とキャリアデザイン」（2 単位）、「⼼理学基礎演習Ⅰ・Ⅱ」（各 1 単
位）、「⼈体の構造と機能及び疾病」（2 単位）、「キャリアアップ演習Ⅰ・Ⅱ」（各 1 単位）、
「対⼈コミュニケーションの⼼理学（⾃⼰理解・他者理解含む）」（2 単位）である。

専⾨科⽬では 57 科⽬（111 単位）が配当され、主に２年次以降に履修する。「専⾨基幹
科⽬」、「専⾨展開科⽬」、「卒業研究関連科⽬」の 3 区分があり、必修科⽬単位数は 30 単
位である。「専⾨基幹科⽬」では「⼼理学概論」（2 単位）、「知覚・認知⼼理学」（2 単
位）、「発達⼼理学」（2 単位）、「社会・集団・家族⼼理学」（2 単位）、「臨床⼼理学概論」
（2 単位）、「⼼理学統計法Ⅰ」（2 単位）、「⼼理学研究法Ⅰ」（2 単位）、「⼼理学実験Ⅰ」（2
単位）、「⼼理的アセスメントⅠ・Ⅱ」（各 2 単位）、「⼼理学的⽀援法」（2 単位）、「対⼈援
助職の倫理」（2 単位）の 12 科⽬ 24 単位を必修として履修する。「専⾨展開科⽬」では、
⼼理学の応⽤について学ぶ。資格取得に関わる科⽬など学⽣のニーズに合わせて 44 単位
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以上を選択履修する。そして卒業研究関連科⽬では、「⼼理学研究法演習（卒業研究前指
導）」（2 単位）、「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」（各２単位）計６単位を必修として履修する。また、卒
業論⽂を作成して、卒業論⽂発表会における⼝頭試問に合格することが卒業要件となる。

なお、多様なメディアを利⽤して⾏う授業について、学則第 22 条第 3 項から第 6 項に
おいて修得単位の上限（60 単位）及びその実施⽅法等について規定し「履修規程」及び
「メディアを利⽤して⾏う授業⼀覧」を通じて学⽣に⽰している。

⼼理学科のカリキュラムでは対⾯重視の科⽬が多く、現時点で共通教養科⽬以外にメデ
ィアを利⽤して⾏う授業は予定しておらず、対象科⽬をすべて履修したとしても、最⼤で
8 単位となることから、上記上限内で⼗分に収まる予定である。

（４）進級要件

学⽣は卒業までの履修計画を⽴て、段階的に授業科⽬を選択し、履修することが求めら
れる。また、単位当たりの必要学修時間をもとに、各学期の履修登録単位の上限が定めら
れている。これらのことを考慮し、上記（３）卒業要件を踏まえた上で、次のとおり進級
要件を定める。
① 2 年次への進級

未履修または不合格の必修科⽬が 5 科⽬未満の場合に、進級を許可する。
② ３年次への進級

未履修または不合格の必修科⽬数が累積 10 科⽬未満の場合に、進級を許可する。

（５）履修モデル

⼈間発達学部⼼理学科で取得できる資格に合わせて履修モデルを提⽰する。併せて、
資格取得を主たる⽬的とせずに学ぶ学⽣に対応した履修モデル（卒業要件モデル）も提
⽰する（【資料５】）。

なお、複数の資格の取得を⽬指すことも可能であるが、履修登録単位の上限各学期 24
単位内で履修することになる。

① 公認⼼理師国家試験受験資格（⼤学）
⼤学院で公認⼼理師国家試験受験資格を取得するために学部での履修が必要な 25 科

⽬を専⾨基幹科⽬並びに専⾨展開科⽬に配置する。（【資料６】）
② 認定⼼理⼠、認定⼼理⼠＋認定⼼理⼠（⼼理調査）

認定⼼理⼠資格の申請に必要な 8 領域について、共通教養科⽬の⼈間理解科⽬群に２
単位、専⾨基幹科⽬、専⾨展開科⽬に 34 単位の計 36 単位を配置する。

上位資格である認定⼼理⼠（⼼理調査）を同時に取得するには、認定⼼理⼠資格に必
要な単位に加えて専⾨展開科⽬、卒業研究関連科⽬より 3 領域 10 単位の履修が必要で
ある。（【資料７】）

③ 公認⼼理師国家試験受験資格（⼤学）＋認定⼼理⼠
⼤学院で公認⼼理師国家試験受験資格を取得するために学部での履修が必要な 25 科

⽬に加え、認定⼼理⼠資格に求められる２科⽬を合わせて履修する。（【資料８】）
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④ 社会調査⼠
社会調査⼠資格の申請に必要な科⽬について、専⾨基幹科⽬に１科⽬および専⾨展開

科⽬に６科⽬を配置する。各種調査の知識や技術を⽤いて、世論や市場動向、社会事象
等をとらえることのできる能⼒を有する「調査の専⾨家」であることをアピールでき
る。（【資料９】）

⑤ 社会福祉主事（任⽤資格）
社会福祉主事（任⽤資格）取得に必要となる、厚⽣労働⼤⾂が指定する社会福祉に関す

る科⽬として共通教養科⽬の教養基礎科⽬及び⼈間理解科⽬に 5 科⽬配置する。（【資料
10】）

【資料５】⼈間発達学部⼼理学科履修モデル「卒業要件モデル」
【資料６】「公認⼼理師受験資格課程（学部）」履修モデル
【資料７】「認定⼼理⼠」「認定⼼理⼠＋認定⼼理⼠（⼼理調査）」資格課程履修モデル
【資料８】「公認⼼理師受験資格（学部）＋認定⼼理⼠」資格課程履修モデル
【資料９】「社会調査⼠」資格課程履修モデル
【資料 10】「社会福祉主事（任⽤資格）」課程履修モデル

６ 多様なメディアを高度に利用して、授業を教室以外の場所で履修させる場合の具

体的計画 
⼈間発達学部⼼理学科では、本学学則第 22 条第３項に定める「多様なメディアを⾼度

に利⽤し」た授業を⾏う。メディアを利⽤した授業（オンライン授業）は、本学では学修
管理システム（LMS）を導⼊しており、このシステムを活⽤しながら実施する。
１）実施⽅法

メディアを利⽤して⾏う授業は、原則として指定した⽇時にパソコンその他双⽅向の通
信⼿段によって⾏う。履修学⽣の出⽋確認は、LMS を利⽤し、厳格に⾏う。LMS の活⽤
により、学⽣は、授業時間内外で質問や課題の提出、学⽣間の意⾒交換、教員からの回答
やフィードバックの受取ができる。
２）実施科⽬

メディアを利⽤して授業を⾏う科⽬は、「履修規程」において定める。本学でオンライ
ン授業を⾏う科⽬は 34 科⽬（60 単位）である。そのうち本学科で開講される科⽬は、８
科⽬(８単位)であり、⼤学設置基準第 32 条第 5 項に定める範囲内である。

７ 実習の具体的計画  
新設学科においては、公認⼼理師の養成カリキュラムを有する。それに係る実習の具体

的計画は次のとおりである。
（１）実習の目的

将来公認⼼理師の資格取得を⽬指す学⽣は、4 年次において「⼼理実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を
履修する。「⼼理実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」は公認⼼理師国家試験受験資格を得るための必要科⽬
であり、３科⽬全てを履修することで公認⼼理師法施⾏規則に定める「⼼理実習（80 時間
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以上）」を履修したこととする。「⼼理実習Ⅰ」は、学外実習を⾏うための事前指導を⾏
い、学外実習を効果的な学びにするための準備を⾏う。「⼼理実習Ⅱ」は、保健・医療、
福祉、教育、司法・犯罪の 4 つの分野における施設での⾒学を主とする学外実習を⾏う。
「⼼理実習Ⅲ」は、学外実習の事後指導を⾏い、実習を振り返りながら得た学びを整理し
深化する。これらの科⽬の履修において、次の（ア）から（ウ）に⽰す公認⼼理師に求め
られる知識や技術の修得を⽬的とする。
（ア）公認⼼理師としての職責の⾃覚

公認⼼理師の役割についての理解、法的義務を理解し、必要な倫理を⾝につける。⼼
理に関する⽀援を要する者等の安全を最優先し、守秘義務及び情報共有の重要性を理解
し、情報の適切な取扱いができ、保健・医療、福祉、教育その他の分野における具体的
な業務の内容について説明できるようになることを⽬的とする。

（イ）問題解決能⼒と⽣涯学習
課題を発⾒し、⾃⼰学習によってそれを解決するための能⼒や、社会の変化を捉えな

がら、⽣涯にわたり公認⼼理師として⾃⼰研鑽を続ける意欲及び態度を⾝につけること
を⽬的とする。

（ウ）多職種連携・地域連携
多職種連携・地域連携による⽀援の意義について理解し、チームにおける公認⼼理師

の役割について説明でき、⽀援を⾏う関係者の役割分担について理解し、チームの⼀員
としての態度を⾝につけることを⽬的とする。
以上の学修を通して、他者の⼼の様々な問題に対する公認⼼理師としての実践に際し、

⼼理⽀援の専⾨家として必要な⾃覚を醸成し、基本的知識と基礎的技能を⾝につけること
を促す。

なお、学⽣は「⼼理実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を履修することで、ディプロマ・ポリシーの「⼼
理学の専⾨的知識に基づく問題発⾒⼒・問題解決⼒」、「⼼理学の専⾨的知識に基づく実践
⼒」、「⼼理学の専⾨性を活かした社会貢献⼒」の３点を⾝につけることができる。

（２）実習先の確保の状況

「⼼理実習Ⅱ」の学外実習先として、群⾺県内を中⼼に医療機関 7 施設、福祉施設 6 施
設、教育施設 4 施設、司法関連施設 10 施設を確保している（【資料 11】）。今回、埼⽟県と
東京都においても実習先を確保しているのは、本学の⼊学⽣のうち、３割程度が埼⽟県等
近隣都県の学⽣であることを踏まえ、当該学⽣の実習施設機関へのアクセスのしやすさを
考慮した結果である。

いずれの施設においても、実習受⼊依頼（【資料 12】）において、実施の⽬的・学習内容
（施設⾒学、⼼理専⾨職と連携している専⾨職等による講義）、実習期間（令和 11 年〈初
回実施〉以降、毎年 6〜9 ⽉の 3〜4 時間）、実習対象学⽣及び⼈数（4 年⽣ 15 名程度）、
実習指導者、実習委託費等実習の概要を⽰した上で、その条件による実習受⼊の承諾を得
られた施設機関のみから実習施設承諾書（【資料 13】）を得た。受⼊を依頼する際には、実
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習の具体的な内容について書⾯（【資料 12】別紙１）にまとめ添付することにより、依頼
側と受⼊側の共有を図る。なお、実習受⼊施設機関の要望により⼀回の実習における受⼊
⼈数が少⼈数の場合は、学⽣を少⼈数グループに分割して複数回にわたる実習を実施す
る。また、実習受⼊施設機関によっては、複数⽇にわたる実習を実施する場合がある。

【資料 11】実習施設⼀覧
【資料 12】実習受⼊依頼

別紙 1 ⼼理実習について
別紙２ ⾼崎健康福祉⼤学 公認⼼理師「⼼理実習」受⼊確認書

【資料 13】実習施設承諾書

（３）実習先との契約内容

実習に関連して取得した個⼈情報の保護、法⼈機密情報の保護の義務と責任について
は、「⼼理実習Ⅰ」において学⽣に厳密な指導を⾏い、実習の誠実な履⾏と個⼈情報保護
法を遵守する旨の誓約書を実習施設機関に提出させる（【資料 14】）。また、実習中の事故
防⽌のために、「⼼理実習Ⅰ」において、学⽣に実習中の⾏動に関する⼗分な注意を促
し、施設利⽤者と実習施設機関に対する慎重な配慮と尊重の姿勢の重要性を⾃覚させ、誓
約書の内容を踏まえた⾏動をとるよう、厳密に指導する。

【資料 14】⼼理実習Ⅱに係る誓約書

（４）実習水準の確保の方策

「⼼理実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を担当する教員（実習担当教員）は、実習前、実習中、実習後
において実習施設機関の実習指導者と適宜連絡をとり、実習内容、実習スケジュール等に
ついて必要な調整を⾏うことにより、実習⽔準の確保を図る。

実習担当教員は、（１）で掲げた（ア）、（イ）、（ウ）について、学⽣が基本的な⽔準の
学びを得られるように指導する。「⼼理実習Ⅰ」では、実習先となる施設機関とそこで働
く⼼理専⾨職に関する理解を深めるための情報収集やグループ学習を⾏う。それに基づ
き、「⼼理実習Ⅱ」における学⽣各⾃の⽬標を定めさせる。「⼼理実習Ⅱ」では、事前に設
定した⽬標の達成度合について適宜確認し、評価する。「⼼理実習Ⅲ」においては、実習
報告会の実施や実習報告書の作成により、学⽣が実習で得た学びを整理し、総括し、深化
できるよう努める。

また、実習担当教員は実習終了後に、実習内容や実習スケジュール等について、実習施
設機関の実習指導者と確認し、翌年度以降の調整を⾏う。

なお、新型コロナウイルス等感染症の蔓延により現地での実習が難しい場合は、オンラ
インによる実習を想定している。その場合でも、できる限り現地で⾏う場合と同様の実習
を⾏い、学⽣がそれと同等の学びを得られるよう、実習指導者と事前打ち合わせを⼗分に
⾏う。その場合、実習施設内の画像や動画の使⽤等を可能な範囲で依頼し、通常の訪問実
習に近い状況を設定できるようにし、学⽣にとって必要な学びの機会を確保する。また、
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オンライン実習の他にも、⼤学に実習指導者を招聘する等の⽅法によって、⽬標が達成で
きるよう配慮する。

（５）実習先との連携体制

実習先との連携体制について、主に実習担当教員が、実習依頼時、実習前、実習中、実
習後に、実習先の実習指導者と随時連絡を取り合うことを軸とする。

実習依頼時には、本学の実習に対する考え⽅、⽬的、指導⽅針等について説明し、実習
先の理解を得る。実習前には、実習内容について綿密な打ち合わせを⾏う。実習中は、本
学の実習担当教員が学⽣ 15 名に対して 1 名引率し、実習指導者と緊密な連携を図る。 実
習中に問題が起きた場合は、実習担当教員が速やかにその場で実習指導者と相談し、対応
する。学⽣に急病、事故、忌引き等の事態が⽣じ実習に参加できなくなった場合、学⽣は
速やかに実習担当教員に連絡し、実習担当教員から実習指導者へ連絡する。いずれの場合
も、その状況について実習担当教員から⼼理学科⻑に報告する 実習後には、実習状況の
振り返りや次回以降の実習に向けた打ち合わせを⾏う。これらを毎年繰り返すことによ
り、実習先との連携体制の強化を図る。

（６）実習前の準備状況（感染予防対策・保険等の加入状況）

学⽣には、本学に併設されている健康管理センター並びに健⼤附属クリニックでの定期
健康診断の受診を義務づける。併せて、実習先が指定する感染予防のための検査を受けさ
せる。実習前後の 2 週間及び実習中は毎⽇検温を⾏い、健康チェックをするよう指導す
る。学⽣は、実習期間中の事故に備えて本学が指定する保険（学⽣教育研究災害傷害保
険、学⽣教育研究賠償責任保険）に加⼊する。また、事前指導の中で、実習を実施するに
あたり実習先に損害や危害を与えることなく実習を安定的に継続するために⾝につけてお
くべき基本的態度として、挨拶等のマナー、情報管理、守秘義務を徹底する。特に実習中
に知り得た情報、公の場所における話題、SNS の利⽤に関する注意については、「⼼理実
習Ⅰ」で周知徹底して指導し、誓約書を提出させる。

（７）事前・事後における指導計画

事前指導を⾏う「⼼理実習Ⅰ」では、まず学外実習に臨む基本的態度（実習中の⼼構
え、態度、マナー、実習中に知り得た施設や対象者に関する情報についての守秘義務）を
周知徹底して指導する。併せて実習先に関する基本的知識、公認⼼理師としての職責と法
的義務について、実習担当教員が学内で講義を⾏い、学⽣の理解の徹底を図る。そのうえ
で、実習先で⾏われている⼼理的⽀援のあり⽅、⽀援対象者の理解、⽀援におけるチーム
アプローチのあり⽅、地域連携の意義について、学⽣が各⾃の実習先に応じて調べ、グル
ープ学習をし、疑問点を整理する。

事後指導を⾏う「⼼理実習Ⅲ」では、学⽣が実習での体験や学んだことを振り返り、疑
問点・問題点を整理する。それらを踏まえて実習報告会を⾏い、その報告に関してディス
カッションすることにより、保健・医療分野、福祉分野、教育分野、司法・犯罪分野それ
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ぞれの公認⼼理師の⽀援のあり⽅についての理解の定着を図る。そのうえで学⽣各⾃が
「実習報告書」を作成し、実習担当教員へ提出する。

（８）教員の配置並びに巡回指導計画

「⼼理実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」は、⼼理学科の基幹教員５名（教授２名、准教授１名、講師１
名、助教１名）が実習担当教員として指導にあたる。実習担当教員は、公認⼼理師と臨床
⼼理⼠両⽅の資格を有し、実習演習担当教員養成講習会の受講を終えた者を配置してい
る。学⽣の実習にあたっては、それぞれの実習先の領域に適合した教員が実習担当教員と
して指導にあたる。

実習担当教員は、実習⽣との連絡調整、各実習先との連絡調整、事前・事後指導の補
助、各種書類や実習記録の管理、保管、事務処理等を担当する。これらの実習担当教員
は、「⼼理実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の直前に開講される「⼼理演習」も担当することで、実習に
参加する学⽣の理解に努める。

「⼼理実習Ⅱ」における巡回指導も、上述の実習担当教員となる基幹教員５名があた
る。実習担当教員はそれぞれの専⾨分野に該当する実習先の実習指導を担当し、事前指
導、事後指導、当⽇の実習引率や巡回指導を実施する。なお、実習担当教員５名のうち助
教 1 名は、併せて⼤学での管理業務にもあたる。各実習先へは実習担当教員が学⽣ 15 名
につき 1 名引率する。講義期間中に実施する場合は、必ず補講を⾏い講義時間を確保す
る。

（９）実習指導における指導者の配置計画

現在確保している実習先施設機関における実習指導者は、公認⼼理師法（以下「法」と
いう。）第２条各号に掲げる⾏為の業務に５年以上従事し、⼜は従事した経験を有する者
のうち、必要な科⽬を開設する⼤学等が適当と認める者である。将来的には、公認⼼理師
の資格を取得した後、法第２条各号に掲げる⾏為の業務に５年以上従事した経験を有する
者であって、かつ公認⼼理師実習指導者養成講習会を修了した者を実習指導者とする。実
習指導者には、事前に「⼼理実習Ⅱ」の実施⽅針や達成⽬標等を説明するとともに、実習
内容、担当教員の巡回計画等も伝え、⼗分な理解・協⼒が得られるように打合せを⾏う。

なお、基本的には実習先の実習指導者が実習指導を⾏うが、実習先の都合等でそれが難
しい場合は、その実習先や実習分野に⻑け、公認⼼理師資格並びに臨床⼼理⼠資格を有
し、公認⼼理師実習演習担当教員養成講習会を修了した実習担当教員が、実習先に実習⽣
と共に訪問し、指導を⾏う。

（１０）成績評価体制及び単位認定方法

「⼼理実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の成績評価は、実習態度、実習内容、学⽣⾃⾝の振り返り評
価、実習指導者からのフィードバック、「実習報告会」並びに「実習報告書」の内容に基
づき、総合的に⾏う。実習への出席状況、課題や実習記録の提出状況、実習記録の内容等
から評価する。
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８ 取得可能な資格  
⼈間発達学部⼼理学科では、卒業要件に含まれる科⽬のうち、下記の資格関連科⽬を履

修することで、公認⼼理師国家試験受験資格、認定⼼理⼠、認定⼼理⼠（⼼理調査）、社
会調査⼠及び准学校⼼理⼠の取得を可能とする。

なお、公認⼼理師国家試験受験資格については、学部卒業のみではその受験資格を得ら
れないこと、その取得⽅法について、毎年度実施する履修ガイダンスで周知する。

表３ ⼈間発達学部⼼理学科で取得可能な資格
資格の名称 国家資格 ⺠間資格 任⽤資格 備考

公認⼼理師国家試験受験
資格＊１

〇
受験資格取得のた
めに必要

認定⼼理⼠ 〇 資格取得が可能
認定⼼理⼠（⼼理調査） 〇 資格取得が可能
社会調査⼠ 〇 資格取得が可能
准学校⼼理⼠ 〇 資格取得が可能
児童⼼理司 〇 資格取得が可能
児童指導員 〇 資格取得が可能
社会福祉主事 〇 資格取得が可能

*１公認⼼理師の受験資格を取得するためには、学部における所定科⽬を履修し、卒業後に
⼤学院に進学して所定科⽬を履修した上で修了する必要がある。あるいは、公認⼼理師
法の規定する認定施設で 2 年間の実務に就けば国家試験の受験資格が与えられる。

９ 入学者選抜の概要 
本学科の⼊学定員は 40 名であり、総合型⼊試、⼀般選抜⼊試等の選抜⽅法、及び各選

抜⽅法の募集⼈員は以下の表４のとおりである。
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表４ 選抜区分別の募集⼈員数
選抜区分 募集⼈員

１）総合型選抜 専願型
2

他⼤学年内選抜併願型
２）学校推薦型選抜 公募制

16
指定校制

３）健⼤スカラシップ選抜 2
４）⼀般選抜 A ⽇程

16B ⽇程
C ⽇程

５）⼤学⼊学共通テスト利⽤選抜 前期
4中期

後期

各選抜試験は、教育⽬標に基づくアドミッション・ポリシーを踏まえて実施する。それ
らの選抜⽅法、選抜基準、応募資格などを以下に説明する。

（１）人間発達学部心理学科の教育目標

⼈間発達学部⼼理学科では、本学の建学の精神と本学科の教育理念と⽬的に基づき、⼼
理学の専⾨的知識を持って⾃⼰や他者を理解し、その理解を踏まえて様々な⼈々の⽣涯発
達を⽀えるための実践ができる知識と技能を備えた⼈材育成を教育⽬標としている。その
ため、⼤学⼊学時に教育課程の⽅針（カリキュラム・ポリシー）に定める講義、実験・実
習等を履修するための基礎的な素養を備えていることが望まれ、そうした学⽣を積極的に
確保する。また、本学の系列校である⾼崎健康福祉⼤学⾼崎⾼校をはじめ⾼崎市、前橋市
等広く県内外の⾼校に呼び掛けて⾏っている⾼⼤連携事業を⼼理学分野でも積極的に展開
することにより、⼼理学への理解を促し、⼼理学への関⼼を深めるよう努⼒する。

（２）人間発達学部心理学科のアドミッション・ポリシー

ここでは本学開学時の教育課程の特⾊と⽅法、⼤学の学⼠課程のアドミッション・ポリ
シー、及び１（４）４）に記載したアドミッション・ポリシーを踏まえ、本学科が求める
⼈物像と学んできてほしい内容について具体的に述べる。

① 本学開学時における教育課程の特⾊と⽅法
本学は開学時に、⼤学名を⾼崎国際健康福祉⼤学とすることを計画しており、教育課程

において「国際理解科⽬」を設置し、”２１世紀の国際化、グローバル化の時代に国際語
である英語の修得は必要条件である”として、全学の共通⽬標としていた。
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　以来、本学では、グローバルに活躍する意欲のある⼈材を養成する意味で、「英語」を
重要視してきた経緯がある。これは現在の多⽂化共⽣の時代においても継続している。

これにより、開学以来、本学の学⼒試験の科⽬として「英語」を単独区分で設定してお
り、⼼理学科も踏襲している。

② ⾼崎健康福祉⼤学の学⼠課程におけるアドミッション・ポリシー（【資料 15】）
本学が掲げるアドミッション・ポリシーは以下の２点である。

・本学の理念である「⼈類の健康と福祉に貢献する」ことに強い関⼼を持ち、それを実現
するための⼒を、⽣涯にわたって主体的に研鑽したいという意欲を持つ学⽣を求める。

・⾼等学校等において修得した基礎的な知識・技能、それらを活⽤する能⼒、協働して学
ぶ態度などを、多⾯的・総合的に評価する⼊学者選抜を⾏う。

【資料 15】⾼崎健康福祉⼤学の学⼠課程におけるアドミッション・ポリシー

③ 求める⼈物像
上述した「①本学開学時における教育課程の特⾊と⽅法」、「②⾼崎健康福祉⼤学の学

⼠課程におけるアドミッション・ポリシー」と、p.7 の「１（４）４）⼊学者受け⼊れの
⽅針（アドミッション・ポリシー）に基づく、本学科が求める⼈物像は次の通りである。

・本学の健⼤精神「⾃利利他」に共感を抱いて、Well-Being 社会の創⽣に強い関⼼を持
っている⼈。（アドミッション・ポリシー①）

・読書の習慣を⾝に付けて、⽂学、社会、⾃然現象等、広く教養を深めることに意欲の
ある⼈。（アドミッション・ポリシー②）

・⽣涯にわたって主体的に研鑽したいという意欲がある⼈。（アドミッション・ポリシ
ー③）

・⼈間は社会的存在であることを認識して、⼈と⼈とのつながりや絆の⼤切さを理解し
ている⼈。（アドミッション・ポリシー④）

・協調性があり、聞く、話す、観察することに積極的に対応できる素養を有し、他者と
協働して学ぶ態度を⾝に付けている⼈。（アドミッション・ポリシー④）

④ 学んできてほしい内容
・⼼理学を学ぶために求められる⾼等学校レベルの全般的な基礎学⼒。
・物事を分析し、論理的に考察しようとする素養。
・社会や⾃然に関する⾼等学校レベルの幅広い教養。
・多⽂化共⽣の時代に必要な基礎的な英語。

上記③と④について、次の選抜⽅法を⽤いて審査する。 
・書類審査

出⾝⾼等学校等からの調査書、当該⾼等学校⻑の推薦書、本学独⾃の志願理由書及
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び本学独⾃の活動報告書（任意提出）により、⾼等学校等において修得した基礎的な
知識・技能、それらを活⽤する能⼒、協働して学ぶ態度等、アドミッション・ポリシ 
ーに明⽰した動機や適性の有無、及び基礎学⼒（数学、情報、国語等）を中⼼に総合
的に審査する。

・基礎学⼒調査
英語と国語の基礎的な知識を問うことにより、本学科で学ぶための適性を審査す

る。
・学⼒試験

各選抜区分の試験科⽬で獲得された得点により、基礎学⼒を審査する。
・⼩論⽂

記述された内容により、基礎学⼒に加え、思考⼒、洞察⼒、表現⼒等を審査する。
・個⼈⾯接

⼼理学科教員からなる審査員 2 名程度が対応し、ルーブリック等で作成した審査
基準に基づいて総合的な能⼒や適性・意欲を審査する。

上記 5 種類の⽅法を単独あるいは組み合わせて受験⽣を選抜し、教授会（判定会議）
の議を経て、学⻑が合否を決定する。

（３）選抜区分別の選抜方法及び出願資格等

１）総合型選抜（専願型・他⼤学年内選抜併願型）
① 出願資格

次のⅰ、ⅱのいずれかに該当し、優れた⼈物で強い学習意欲を持っている者。
専願型は本学を第⼀志望とする者。

ⅰ ⾼等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を卒業した者および卒業⾒込みの者。
ⅱ 学校教育法施⾏規則第 150 条の規定により⾼等学校を卒業した者と同等以上の学⼒

があると認められる者およびこれに該当する⾒込みの者。
なおⅱに⽰した学校教育法施⾏規則第 150 条による該当者は次のとおりである。
・外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者および修了⾒込みの者ま

たはこれに準ずる者で⽂部科学⼤⾂の指定した者。
・⽂部科学⼤⾂が⾼等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者および修了⾒込みの者。
・⽂部科学⼤⾂の指定した者。
・⾼等学校卒業程度認定試験規則による⾼等学校卒業程度認定試験に合格した者および

合格⾒込みの者。
・本学が⾏う個別の⼊学（出願）資格審査により、⾼等学校を卒業した者と同等以上の

学⼒があると認められた者で、⼊試実施年度末までに 18 歳に達する者。
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② 選抜⽅法
書類審査、基礎学⼒調査、個⼈⾯接、の三つを総合的に審査する。
書類審査は、受験⽣の出⾝⾼等学校等からの調査書、本学所定の志願理由書および本

学所定の活動報告書（任意提出）により審査する。

２）学校推薦型選抜（公募制・指定校制）
学校推薦型選抜（指定校制）は、本学が各⾼等学校を指定し、その⾼等学校で推薦を受

けた⽣徒のみ出願を認める。
① 出願資格（公募制）

上記１）①のⅰ、ⅱのいずれかに該当し、以下のⅲ〜ⅴを満たす者。
ⅲ 出⾝⾼等学校⻑が推薦した者。
ⅳ 本学への⼊学を第⼀志望とする者。
ⅴ ⾼等学校での全体の評定平均値が 3.0 以上の者（卒業⾒込みの者は３年の１学期もし

くは前期までの評定）。
② 選抜⽅法（公募制）

書類審査、個⼈⾯接、⼩論⽂の三つを総合的に審査する。
書類審査では、受験⽣の出⾝⾼等学校の調査書と当該⾼等学校⻑の推薦書、本学所定

の志願理由書により審査する。
⼩論⽂では、出題された表やグラフ等の統計データ等から読み取れる内容を問う問題

と、それを考察した 800 字以内で作成された⽂章を審査する。

３） 健⼤スカラシップ選抜
成績上位者から、卒業までの授業料全額を免除する特待⽣を選抜する。特待⽣に該当

しない場合も、⼀般合格者を選抜する。
① 出願資格

上記１）①のⅰ、ⅱのいずれかに該当する者。
② 選抜⽅法

学⼒試験と書類審査の⼆つを総合的に審査する。
学⼒試験の科⽬は次の表に⽰す。

１ 次の科⽬①〜③から 2 科⽬を選択

①「化学基礎・化学」、「⽣物基礎・⽣物」、「化学基礎，⽣物基礎」から１科⽬
②「国語」
③「数学Ⅰ，数学 A」

２ 「英語」（必須）

書類審査は、受験⽣の出⾝⾼等学校の調査書により審査する。
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「情報Ⅰ」、「歴史総合，⽇本史探究」、「地理総合，地理探究」、「公共」、「物理
基礎・物理」、「化学基礎・化学」、「⽣物基礎・⽣物」、「物理基礎，化学基礎」、
「化学基礎，⽣物基礎」、「物理基礎，⽣物基礎」から１科⽬

４）⼀般選抜
⼀般選抜は、本学独⾃の試験問題で、試験会場にて実施する個別学⼒試験である。A ⽇

程、B ⽇程及び C ⽇程を設ける。A ⽇程において優秀な成績を収めた者を選考の上、特
待⽣を決定する。受験⽣は、すべての⽇程に出願でき、B ⽇程ではすべての学科を併願で
きる。
① 出願資格

上記１）①のⅰ、ⅱのいずれかに該当する者。
② 選抜⽅法

学⼒試験の結果と出願書類（受験⽣の出⾝⾼校の調査書）を総合的に判定して、合格
者を決定する。なお、C ⽇程については志望理由書を含めて総合的に判定する。

各⽇程の学⼒試験の科⽬は次の表に⽰す。

【A ⽇程】
次の１〜３は必須
１

２ 「国語」、「数学Ⅰ，数学 A」から１科⽬
３ 「英語」

【B ⽇程】
次の①〜④から 2 科⽬を選択（ただし②または③の少なくとも１つは必須）
①「化学基礎・化学」、「⽣物基礎・⽣物」、「化学基礎，⽣物基礎」から１科⽬
②「国語」
③「数学Ⅰ，数学 A」
④「英語」

【C ⽇程】
次の①〜③から 2 科⽬を選択
①「国語」
②「数学Ⅰ，数学 A」
③「英語」
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５）⼤学⼊学共通テスト利⽤選抜
⼤学⼊学共通テスト利⽤選抜は、⼤学⼊学共通テストを受験した者を対象に、前期・中

期・後期の三つの⽇程を設けて実施する。受験⽣は、すべての⽇程・すべての学科に出願
できる。
① 出願資格

上記１）①のⅰ、ⅱのいずれかに該当し、⼤学⼊試共通テストを受験し、本学が指定
する科⽬の要件を満たす者。

② 選抜⽅法
学科が指定した科⽬および配点⽅法から算出した学⼒評価と出願書類（受験⽣の出⾝

⾼校の調査書）を総合的に判定して合格者を決定する。
各⽇程の学⼒試験の科⽬は次の表に⽰す。

【前期・中期・後期】
次の①〜⑤の中から⾼得点２科⽬を採⽤（ただし②と③の少なくとも１科⽬は必須）
①「英語」
②「情報Ⅰ」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ，数学 A」、「数学Ⅱ，数学 B，数学 C」から１科⽬
③「国語」
④「物理」、「化学」、「⽣物」、「地学」、「物理基礎/化学基礎/⽣物基礎/地学基礎」から

１科⽬
⑤「歴史総合，⽇本史探究」、「歴史総合，世界史探究」、「地理総合，地理探究」、「公

共，倫理」、「公共，政治・経済」、「地理総合/歴史総合/公共」から１科⽬

１０ 教育研究実施組織等の編制の考え方及び特色 
（１）教員配置の考え方

本学では学科教員組織に関する編制⽅針を既設の学科も含めて策定している。⼼理学科
では、以下のとおり教員組織の編制⽅針を定める。

〈教員組織の編制⽅針〉
１．⼤学設置基準及び「公認⼼理師」養成校として求められる、基幹教員を確保する。
２．⼼理学に関わる複合的・学際的領域において必要とされる知識と技能を教授するた

め、これらの領域に精通し、豊富な経験を有する基幹教員を確保する。
３．本学科の持続的発展を維持するため、年齢、専⾨分野等のバランスのとれた教員編

制を⽬指す。

この⽅針に則り、⼼理学科の教員組織は、学科の設置に際して掲げた教育⽬標、⼈材養
成の⽬的を達成するよう、⼼理学を専⾨とする新規採⽤の基幹教員 10 名をもって編制す
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る。これらの教員のうち、7 名は開設年度に着任し、その他３名は主担当科⽬の開設年度
（令和 9 年に２名、令和 10 年に１名）に着任する。またこれらの教員は、30 代 2 名、40
代 2 名、50 代３名、60 代 3 名で構成されており、教育研究⽔準の維持向上及び教育研究
の活性化に⽀障がない構成になっている。なお、各教員の年間主担当科⽬数は 8 科⽬から
9 科⽬を予定しており、教員の負担が過度になることはない。したがって、学⽣の指導に
不具合が⽣じることはない。

表５ ⼈間発達学部⼼理学科 基幹教員年齢構成表
年度 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 計

令和 8 - ２名 １名 2 名 2 名 - 7 名
令和 9 - 2 名 ２名 3 名 2 名 - 9 名

令和 10 - 2 名 ２名 3 名 3 名 - 10 名
令和 11 - 2 名 ２名 3 名 3 名 - 10 名

上述のとおり、本学において今回設置しようとする⼼理学科の教育研究実施組織におい
て中⼼となる研究分野は⼼理学である。本学科では、公認⼼理師養成課程を設けることに
伴い、臨床⼼理学を専⾨とする教員を配置することはもとより、認知⼼理学や⽣理⼼理学
等基礎⼼理学の教員を基幹教員として配置する。これにより基礎⼼理学から臨床⼼理学ま
で幅広い分野の研究を⾏い、その知⾒に基づく教育を⾏うことができる。さらに、公認⼼
理師養成のためのカリキュラムや授業内容について幅広い観点から共同で実践的な研究を
⾏うことで、より効果的な⼼理専⾨職養成教育を⾏うことを⽬指す。

（２）教育上主要と認める科目における教員配置

１）共通教養科⽬
共通教養科⽬のうち、主要授業科⽬は「健⼤で学ぶ Well-being」と「基礎教養ゼミ」、

「⽇本語表現法」、「⽇本国憲法」、「体育理論」、「体育実技」、「キャリア形成論」、「英語
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」、「情報リテラシーⅠ・Ⅲ・Ⅳ」である。これらのうち、「健⼤で学ぶ
Well-being」（本学の建学の精神を学ぶための必修科⽬）、「基礎教養ゼミ」（アカデミック
スキルを⾝につけるための必修科⽬）、「⽇本語表現法」（⽇本語の⽂章を正しく理解し、
また読み⼿が理解しやすい⽂章を書けるようにするための必修科⽬）、「⽇本国憲法」（憲
法の基本理念と基礎的知識を⾝につけるための必修科⽬）、「体育理論」（⽣涯にわたり健
康づくりと体⼒づくりを実践するために必要な基礎知識を学ぶ必修科⽬）、「体育実技」
（⾃分に適した運動の強度を理解しながら、学⽣同⼠のコミュニケーションを図るための
必修科⽬）、「キャリア形成論」（キャリア形成の起案となる社会⼈基礎⼒を⾝につけるた
めの必修科⽬）、「英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」（グローバル社会において⽋くことのできない英
語のリテラシーを⾝につけるための必修科⽬）に関しては、本学兼担教員⼜は兼任教員を
配置する。

－設置の趣旨（本文）－34－



２）専⾨教養科⽬
専⾨教養科⽬は、主要授業科⽬として、⼼理学の学びをより確かにするための講義演習

科⽬を配置し、1 年前期から 2 年後期において展開する。1 年前期に初年次教育の充実と
⼼理学の学問理解を企図した「⼼理学の理解とキャリアデザイン」を設置する。また、１
年前期から後期には段階的に⼼理学の研究スキルの基礎を⾝につけるための「⼼理学基礎
演習Ⅰ・Ⅱ」を、１年後期から２年前期には⼼理学の学びを活かしたキャリア形成を具体
的に考えるための「キャリアアップ演習Ⅰ・Ⅱ」を、2 年後期に⼼理学の知⾒を活かした
コミュニケーションの基礎理論を学ぶための「対⼈コミュニケーションの⼼理学」を設置
し、すべて基幹教員を配置する。そして２年後期に設置する「⼈体の構造と機能及び疾
病」については、本学兼担教員を配置する。

ただし複数の基幹教員で実施する「⼼理学の理解とキャリアデザイン」（1年・前期）と
「キャリアアップ演習Ⅰ」（1年・後期）において、それぞれ１名の着任年度が開講年度よ
り後になる。この点については次のとおりである。

「⼼理学の理解とキャリアデザイン」（オムニバス形式）について、当該教員は第１０
回と１１回を担当する。その際、着任年度までは兼任教員として、着任年度以降は基幹教
員（他）として担当する計画である。

「キャリアアップ演習Ⅰ」（共同形式､2 名で担当）について、当該教員は着任年度まで
は兼任教員として、着任年度以降は基幹教員（主専）として担当する計画である。

なお、「⼼理学の理解とキャリアデザイン」、「キャリアアップ演習Ⅰ」いずれも、基幹
教員の段階的整備については教育研究に⽀障がないと考える。

３）専⾨科⽬
① 専⾨基幹科⽬

専⾨基幹科⽬では、公認⼼理師指定科⽬を中⼼とした主要科⽬を配置する。⼼理学の基
礎理論を学ぶための主要授業科⽬として「⼼理学概論」、「知覚・認知⼼理学」、「発達⼼理
学」、「社会・集団・家族⼼理学」、「臨床⼼理学概論」を設置する。また⼼理学の研究⽅
法を学ぶための主要科⽬として「⼼理学統計法Ⅰ」、「⼼理学研究法Ⅰ」、「⼼理学実験 
Ⅰ」、「⼼理的アセスメントⅠ・Ⅱ」を設置する。さらに⼼理⽀援の基本的な考え⽅を⾝
につけるための主要授業科⽬として「⼼理学的⽀援法」、「対⼈援助職の倫理」を設置す
る。これらの科⽬はすべて基幹教員を配置する。その他、⼼理学の各論を学ぶ科⽬とし
て、「学習・⾔語⼼理学」、「感情・⼈格⼼理学」、「神経・⽣理⼼理学」、「障害者・障害児
⼼理学」、「健康・医療⼼理学」、「司法・犯罪⼼理学」、「福祉⼼理学」、「教育・学校⼼理
学」、｢産業･組織⼼理学｣を設置する｡これらの科⽬については基幹教員を主に配置するが､
｢感情・⼈格⼼理学」、「健康・医療⼼理学」及び「産業・組織⼼理学」については､当該
科⽬担当のキャリアを⼗分に持った兼任教員をそれぞれ配置する。
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② 専⾨展開科⽬
専⾨展開科⽬では、資格取得のための選択必修科⽬と、⼼理学の知⾒の⾝近な応⽤例を

学ぶための科⽬を配置する。
⼀部科⽬では兼担教員、兼任教員が担当することになるが、基幹教員が中⼼となって担

当者をコーディネートすることによって、有機的な連携体制の構築が可能となる。

このように、専⾨科⽬の多くは公認⼼理師国家試験受験資格を⽬指す指定科⽬を中⼼と
した配置となっており、新たに着任する 10 名の基幹教員のうち、6 名が公認⼼理師と臨床
⼼理⼠両⽅の資格を有し、うち 5 名は実習指導を担当するために必要な公認⼼理師実習演
習担当教員養成講習をすでに受講している。これら臨床⼼理学を専⾨とする教員と、3 名の
基礎を主に専⾨とする教員（うち 1 名は公認⼼理師有資格者）、1 名の臨床（応⽤）を主に
専⾨とする教員（公認⼼理師有資格者）の 10 名体制で、学⽣が⼼理学の基礎と応⽤を理論
と実践の往還で⾝につけることができるように教員配置を配慮した。

（３）基幹教員の配置について

本学科は「⼤学設置基準」別表第⼀の規定により 8 名の基幹教員が必要となっており、う
ち 4 名が教授として必要である。

本学科では前述のとおり 10 名（うち 5 名が教授として就任予定）の教員を配属、新規採
⽤することで、より質の⾼い教育と研究を⾏う準備を進めている。

10 名のうち、2 名は兼業の基幹教員として、他⼤学や他の施設に勤務する。当該教員に
ついては、それぞれ必要な契約を所属先と交わし、当該教員の採⽤にあたっては、所属⻑よ
り教員就任同意書を得ている。

当該教員については勤務⽇に必要な授業と会議を集約するなどしてパフォーマンスを⾼
める⼯夫をし、学⽣相談にあたるオフィスアワーも当該勤務⽇内に設定することで、授業の
ある⽇に相談に⾏くことが出来るなど学⽣にとっての利便性も考慮している。

その他の 8 名はフルタイムでの勤務を予定している。学年進⾏に伴い実習先へ学⽣の指
導に赴くこともあるが、学内で勤務する⽇にオフィスアワーを設定するなどして学⽣の相
談体制を構築する。

（４）教員の定年に関する本学規程と後任人事について

本学では、「学校法⼈⾼崎健康福祉⼤学定年規程」（【資料 1６】）を定め、教職員の定年に
ついて定めている。教員は 65 歳を定年とするが、新設学部・学科の教員については「完成
年度まで定年を延⻑する」と定めている。

ただし、特に必要と認める者に対しては、定年延⻑等検討委員会で当該教員の定年延⻑に
ついて検討し理事⻑が決定することになっており、本学科教員についても、就任予定教員が
完成年度を超えて継続して勤務することについては、必要な⼿続きを経て定年延⻑を決定
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することで対応可能である。
⼼理学科の教員組織には、60 代の教員を３名配置している。これらはいずれも本学科の

教育研究ならびに学科の若⼿教員の資質向上のための指導に資するキャリアを備えている
ことから、本学科の新設時に必要不可⽋である。そのうち２名は完成年度までに定年を超
えるが、1 名は令和 12 年度まで、もう１名は令和 13 年度まで、業務の継続を予定してい
る。それまでの間に当該教員の定年延⻑検討と並⾏して、担当科⽬の⾒直しと、その結果
を踏まえた後任⼈事について検討し、30 代の若⼿教員を令和 13 年度に 1 名、令和 14 年
度に 1 名を年齢構成に⼗分配慮しながら補充する計画である。それにより教育研究活動が
安定的に継続できる体制を維持していく。

表 6  ⼈間発達学部⼼理学科 基幹教員年齢構成表（予定）
年度

年代
令和８ 令和 11 令和 12 令和 13 令和 14

(学科設置) (⼤学院設置予定) (学科完成) (⼤学院完成予定) 

定年超 ― 2 名 2 名 1 名 ―
60〜65 2 名 1 名 2 名 2 名 2 名
５０代 2 名 3 名 4 名 4 名 4 名
４０代 １名 2 名 2 名 ２名 2 名
３０代 2 名 2 名 ― 1 名 2 名

計 ７名 １０名 １０名 １０名 １０名

【資料 1６】学校法⼈⾼崎健康福祉⼤学定年規程

（５）教職協働・連携体制について

本学では、学内の各種委員会、会議体において、教員と職員をメンバーに加えている。こ
れにより、教員と職員が対等な⽴場でそれぞれの職種の特性を発揮し、教育サービス、研究
環境を検討、⾼い⽔準を維持するための⽅策等を⽴案、協働して展開している。

前述しているとおり、本学ではアドバイザー制を導⼊し、⼀⼈の教員が⼊学した学⽣５名
程度を受け持ってアドバイザーとなり、履修指導のみならず進路や⽣活に関する相談を担
当している。相談内容によっては⼤学内の各部署に対象学⽣を引き継ぐこともある。例えば、
奨学⾦の相談であれば、学⽣課や学部事務室の担当職員に⼿続きや返済計画等に関する対
応を依頼しつつ、アドバイザーはその後の確認のほか保証⼈への連絡確認等も⾏う。

進路相談ではキャリアサポートセンター（CSC）職員と学科内のキャリアサポート委員
（教員）との連携により、本⼈や家族が望む将来に向けた具体的なアドバイスを⾏っている。 

教員と職員の連携による本学の学⽣⽀援は、令和 5 年度に受審した⼤学評価（公益財団
法⼈⼤学基準協会）で⻑所として評価を得ている。

－設置の趣旨（本文）－37－

岡本 香
長方形

岡本 香
長方形

岡本 香
長方形

岡本 香
長方形

岡本 香
長方形

岡本 香
線

岡本 香
線

岡本 香
線

岡本 香
線

岡本 香
線

岡本 香
線

岡本 香
線

岡本 香
線

岡本 香
線

岡本 香
線

岡本 香
線

岡本 香
線



１１ 研究の実施についての考え方、体制、取組 
（１）研究の実施についての考え方

本学は、学則に定めるように、「⾃利利他」の精神のもとに、「⼈々の健康と福祉および
社会の発展に貢献する有為な⼈材を育成するために広く豊かな教養と各学科の専⾨知識・
技術を深く教授」するという教育⽬的に加え、「快適な⼈間⽣活の⽅策を攻究する」こと
を明⽰し、⼤学として研究費の⽀給、外部資⾦獲得、研究環境の整備を⾏い、教員の研究
活動を⼤学全体で⽀援している。

また、本学の研究に係る事項を統括することを⽬的として研究倫理委員会を設置し、学
内で⾏われる研究の倫理審査を⾏うほか、毎年研究倫理講習会を実施している。本講習会
は、本学で研究に携わる者全員が受講を義務づけられている。さらに「⾼崎健康福祉⼤学
における公正な研究活動及び適正な資⾦執⾏規程」並びに「学校法⼈⾼崎健康福祉⼤学内
部監査規程」に基づく研修及び内部監査を⾏い、研究活動における不正⾏為及び研究費不
正使⽤の防⽌を図っており、これらにより、本学で研究を⾏う者は全員、研究倫理を遵守
するよう徹底している。

（２）研究の実施についての体制

本学では研究倫理委員会、動物実験委員会、遺伝⼦組換え実験安全委員会を設置し、必
要事項や責任体制を規程で定め、本学で実施する研究が適正に実施されるよう審査し管理
する体制を整備している。

研究費に関しては、個⼈研究費は職位に応じて配分し、教育経費は学部での卒業研究費
及び⼤学院での専⾨研究費を指導⼈数に応じて配分するとともに、学部・学科間の枠を超
えた研究のために競争的な学内研究交流助成⾦を設け、研究の活性化を促している。ま
た、学部の特性に鑑み薬学部及び農学部では講座研究費を設けるなど、教育研究活動を⽀
援するために、複数の研究費を適切な割合で⽀給している。

このような体制のもとで、本学では、⼤学としての⽬的に適い、各専⾨分野での学術の
進歩に寄与する研究を⾏っている。

（３）研究の実施についての環境整備

本学では、研究活動を推進するため、学校法⼈⾼崎健康福祉⼤学中期計画から策定され
る事業計画に基づき、安全と環境に配慮した研究環境を維持・整備している。

助教以上の教員には個室の研究室及び適切な物品を設置し、原則として週（平⽇）１⽇
を研修⽇として設けることで研究専念時間の確保に努めている。また、⼗分なネットワー
ク環境や情報通信技術（ICT）機器を設備し、研究を⾏うための情報環境を整備してい
る。

新たに建設する⼼理学科棟においては、認知や知覚、⽣理の実験を⾏うための⼼理実験
室や必要な実験器具、⼼理臨床の実習を⾏うための⼼理相談室、観察可能なプレイルー
ム、⼼理検査室等必要な⼼理検査設備・器具等を配備し、適切かつ⼗分に研究するための
環境整備を⾏う。
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（４）研究活動をサポートする技術職員と URA の配置状況

本学には、研究活動をサポートする技術職員や URA は配置されていない。しかし、研
究資⾦⾯において研究者を⽀援する外部資⾦統括室が設置されており、科学研究費等外部
研究資⾦の獲得⽀援並びに管理、APRIN 受講の通達や e-Rad における情報管理を⾏っ
て、より良い研究環境づくりをサポートしている。

科学研究費補助⾦においては応募時の調書チェックを⾏い、過去の科研費獲得者の書き
⽅や体裁を参考に獲得の確率を上げるための対策を⾏っている。また、各種外部資⾦に関
する募集情報の提供も学内グループウェアにて⾏い、申請のアドバイスを⾏っている。

１２ 施設、設備等の整備計画  
（１）校地、運動場の整備計画

本学の校地は、群⾺県⾼崎市内の閑静で⾃然豊かな環境の中にある。校地の総⾯積は
61,569.56 ㎡ で教育・研究のために⼗分な広さを有している。⼤学本部がある区域に 5 学
部（健康福祉学部、薬学部、保健医療学部、⼈間発達学部、農学部）と 4 研究科（健康福
祉学研究科、薬学研究科、保健医療学研究科、農学研究科）が設置されており、令和 6 年
5 ⽉ 1 ⽇現在 2,922 ⼈の学部⽣、⼤学院⽣が在籍している。これまで、このキャンパスか
ら 300 m 程離れた場所に設置されていた保健医療学部棟が、令和 6 年 9 ⽉に⼤学本部が
ある区画の⻄側に新たに建設して移転し、令和 6 年度後期から新学部棟（４・５号館）で
授業・研究を実施している。⼼理学科はこの保健医療学部棟に隣接して新棟を建設する予
定である。このように全学部・研究科がそれぞれ近接して設置されており、キャンパスを
⼀体化して運⽤することにより、授業や課外活動のために各学部棟内の教室や諸施設を利
⽤する際の移動の負担を軽減するとともに、専⾨外の分野を学ぶ学⽣との⽇常的な交流も
期待できる。

運動施設については、キャンパス内には第 1 体育館（2,695.8 ㎡）と第２体育館
（1,554.55 ㎡）、運動場（12,912.40 ㎡）が併設されており、運動場には 250 m 全天候型
陸上競技⽤トラック（６コース）、テニスコート（４⾯）及び⼈⼯芝のフットサル場（2
⾯）が整備されている。

また、新⼼理学科棟に隣接する 1 号館南側の庭は芝⽣で覆われており、桜の時期や紅葉
の時期にはベンチや移動可能な椅⼦を設置しており、毎年、昼休みや授業の空き時間に多
くの学⽣が利⽤している。

（２）校舎等施設の整備計画

校舎等の施設は、既存施設を活⽤すると共に、専ら⼼理学科の教育・研究に供する施設
を新たに建設する予定である。この施設は、地上４階建て、延床⾯積 1921.46 ㎡を有し、
講義室、演習室、⼼理学実験室、教員⽤研究室、付属施設としての⼼理相談室等を備えて
いる。
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講義室は２階に⼤講義室（120 ⼈）１室、講義室（56 ⼈）３室の計４室を配備する。演
習室（25 ⼈）は３階に 3 室を配備する。⼼理学実験室は３階にあり、記憶等の認知実験を
実施可能なものが２室、⽣理指標を測定可能なチャンバーを備えたものが１室配備され
る。教員⽤研究室は４階に 12 室配備され、基幹教員は全員、個⼈専⽤の研究室を使うこ
とができる。また１階に付属施設として配備する⼼理相談室（仮称）には、個別⾯接室２
室、集団⾯接室１室、遊戯療法室（⼤・⼩）各１室、検査室１室、作業室１室が備えら
れ、臨床⼼理⼠養成の際に設備されるものと同等である。この設備は主に、将来設置を予
定している⼤学院の実習施設となることを⾒込んでいると同時に、社会貢献活動の⼀環と
して地域の⼈々の⼼理相談を受け付けられるように整備する。その他、学⽣ 160 ⼈分のロ 
ッカーを備えるロッカー室と⾃主学習室、学⽣ホールを配備する。また全館無線 LAN の
環境を整える。

なお、実験実習等でデスクトップ PC を利⽤する場合は、１号館３階に整備されている
既存の第１PC 室を活⽤する。そして第 1PC 室のデスクトップ PC は、全て SPSS 
Statistics が使えるように整備する。

時間割（案）（【資料17】）にあるとおり、共通教養科⽬はそれぞれ担当する教員が所属
する学部棟で実施するなどしており、1 年次の授業履修は⼼理学科棟以外での受講が多い
が、前述のとおり各教室棟が近接しているほか、時限間の休憩時間も移動を⾒込んで設定
しているため、校舎間移動の負担は⼤きくない。2 年次から 4 年次においては専⾨科⽬履
修が中⼼となり⼼理学科棟での受講が多くなるが、必要なスペースを⼗分確保している。
また同じフロアで学年混在状態となることから、学年を越えた学⽣同⼠の交流が期待でき
る。

【資料 17】完成年度（令和 11 年度）の⼼理学科時間割（案）

（３）図書等の資料及び図書館の整備計画

本学図書館は⼤学図書館（以下、本館）、分館及び薬学部図書・資料室の３館で構成さ
れ、全館が図書館運営委員会により⼀体として運営されている。学⽣は、所属する学部学
科に関係なく 3 館の図書館、図書室が利⽤できる。

図書館資料は、図書館員、図書館運営委員会、教職員により選定されており、蔵書構成
及び予算等を勘案の上、購⼊している。シラバスに挙げられた必要な資料は、ここに含ま
れる。また、学⽣のリクエストも受け付けている。令和 5 年度末現在の所蔵資料総数は図
書 122,748 冊、雑誌 1,805 種、視聴覚資料 4,598 点である（電⼦ジャーナル[以下 EJ]・デ 
ータベース[以下 DB]は後述）。令和 5 年度の年間図書受⼊冊数は 4,159 冊であり、これは
学⽣⼀⼈当たり約 1.4 冊に当たる。

⼼理学科の設置に伴い、APA（アメリカ⼼理学会）のデータベースである PsycINFO を
導⼊する予定である。併せて、⼼理学の図書 2,000 冊、雑誌 30 種、視聴覚資料 30 点を購
⼊し、本館に配架する予定である。（【資料 18】）

図書、雑誌等は図書管理システムにより⽬録化され、オンライン蔵書⽬録（OPAC）や
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図書館のホームページを通して利⽤者に提供されると共に、国⽴情報学研究所（NII）の
総合⽬録データベース（NACSIS-CAT）にも登録している。

雑誌は冊⼦体から EJ に極⼒切り替え、利⽤者の利便性向上と雑誌スペースの効率化を
図っている。令和 5 年度末では EJ13,171 種、DB 12 種の利⽤が可能になっている。EJ・
DB を含む資料費は毎年増加している。また、EJ は、年間購読のほか Pay-Per-View によ
る論⽂単位の購⼊も可能である。図書館の資料費は年々増加傾向にあるが、多くは EJ・
DB の契約数増加と価格⾼騰によるものである。令和 5 年度末の資料費の割合は、EJ・DB
が 60％以上を占めている。EJ や DB は学内の端末から検索でき、また⼀部はリモートア
クセスにより学外からも利⽤が可能である。

開館⽇数等については、令和 5 年度は本館 223 ⽇、分館 222 ⽇、薬学部図書・資料室
220 ⽇である。開館時間は 3 館⼀律ではないが、中⼼館となる本館は 20 時、分館と薬学
部図書・資料室では 19 時まで開館している。なお、分館は⽉曜⽇のみ 20 時まで開館して
いる。

図書館では新⼊⽣を対象に利⽤ガイダンスを⾏い、また必要に応じて⽂献検索ガイダン
スを実施している。

保健医療学部棟に設置されている分館は、保健医療学部新棟建設に伴い令和 6 年 9 ⽉に
新 5 号館（看護学科棟）1 階に移転した。⼼理学科の図書・資料は本館に配架されるが、
学⽣は⼼理学科棟に隣接する分館を利⽤することもできる。

図書館では、現在、専任職員 5 名（本館２名、分館２名、薬学部図書・資料室１名）及
び特任職員 4 名の計９名が業務を担当しており、全員が司書資格を有している。

【資料 18】学術雑誌⼀覧

１３ 管理運営  
（１）大学運営協議会

本学の⼤学全体としての管理運営は、学⻑、副学⻑、各⼤学院研究科⻑、各学部⻑・学科
⻑、事務局⻑、総務部⻑及び教学部⻑で構成される⼤学運営協議会によって⾏われ、その下
に学部教授会が置かれ学部運営に当たっている。⼤学院においては、研究科委員会が当該⼤
学院研究科の教育組織の管理運営に当たる。

（２）教授会

１）教授会の構成と審議事項
本学では、⾼崎健康福祉⼤学学則第 7 条に基づき、教授会を設置する。その構成員は、

「教授会規程」（【資料19】）に従い、学部⻑、教授、准教授、講師、助教及び事務局⻑並び
にその他必要な職員をもって組織し、教授会では、学部運営に関する事項をはじめ、学⻑ま
たは⼤学運営協議会からの諮問事項、学科、委員会及び事務組織レベルで協議された事項を
諮る。⼈間発達学部教授会は⼤学教育の向上と適正化を期するため、以下の事項を審議する。

1. 教育・研究の基本⽅針に関する事項
2. 教育課程及び履修⽅式に関する事項
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3. 学部に係る学則その他重要な規定に関する事項
4. 教育職員の資格認定に関する事項
5. 学⽣の⼊学・退学・転学・留学・休学・復学及び卒業に関する事項
6. 定期試験及び追・再試験等に関する事項
7. 学⽣の指導、賞罰及び除籍に関する事項
8. 学⻑または⼤学運営協議会が諮問した事項
9. その他教育研究上必要と思われる重要事項

【資料 19】⾼崎健康福祉⼤学教授会規程

２）教授会の招集と開催
教授会は学部⻑が事前に議案を⽰して、これを招集する。学部⻑は原則として⽉１回の定

例教授会を招集し、かつ議⻑となる。また、学部⻑が必要と認めたとき、または、構成員の
２分の１以上の者から招集の請求があったときは、臨時の教授会を招集する。教授会は、構
成員の３分の２以上の出席をもって成⽴するものとする。

３）学科会議
学則上の規定はないが、学科では定期的に学科会議を開催し、学科の教学⾯における様々

な事項について議論・協議している。学科会議は、各学科の学科⻑が招集する。学科会議の
審議事項のうち必要なものは教授会の協議事項⼜は連絡・報告事項となる。⼈間発達学部⼼
理学科においても、毎⽉ 1、2 回程度の開催を予定している。

（３）関連する委員会及び事務組織

１）各種委員会
本学では、各種委員会を設置し、教学⾯の多様な課題について議論・協議し、重要な審議

事項を協議事項として教授会に諮り、また必要な事項は連絡・報告事項として教授会に報告
する。各種委員会には各学科から委員を選出し、全学的、学部横断的に会議を⾏っている（学
部単位で担当委員が協議する場合もある）。主な委員会と役割は次のとおりである。なお、
各委員会は、所管する事項により職員が委員として参画し、教職員が協働して業務に当たっ
ている。

1. FD・SD 委員会：本学におけるファカルティ・ディベロップメント及びスタッフ・デ
ィベロップメントの推進を図る。

2. 教務委員会：本学の教育に関する全学的事項の審議及び連絡調整を⾏う。全学教務委
員会と、学部別の教務委員会がそれぞれに対応している。

3. 学⽣委員会：本学の学⽣⽣活活動に関する事項を統括する。
4. ⼊試委員会：本学の⼊学試験制度に関する諸施策を⽴案するとともに、⼊学試験を実

施する。
5. 広報委員会：本学の学⽣募集を主とする広報に関する諸施策を⽴案するとともに、広
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報活動を実施する。
6. 図書館運営委員会：図書館の管理運営に関する重要事項を審議する。
7. 研究倫理委員会：本学の研究に係る倫理に関する事項を統括する。
8. 動物実験委員会：本学の動物実験を適正に⾏うため、動物実験の実施に関し必要な事

項を審議する。
9. 遺伝⼦組換え実験安全委員会：本学の遺伝⼦組み換え実験等の安全かつ適正な実施を

図る。
10. 危機管理委員会：「⾼崎健康福祉⼤学防災管理規程」、「セクシュアル・ハラスメント

防⽌対策に関する規程」及び「⾼崎健康福祉⼤学ハラスメント防⽌
及び対策ガイドライン」に定める事項に関し、調査し検討する。

11. キャリアサポート委員会：本学学⽣の就職及び進路に関する事項を統括し、全学的に
連絡調整、審議及び対策を⾏う。

12. 保健・衛⽣委員会：本学における 1）感染症対策 2）禁煙対策 3）健康情報管理対策
に関する事項について、学内・学外の連絡調整、審議を⾏い、関
係者へ提案・指⽰を⾏う。

13. 教職⽀援センター運営委員会：教職課程に関する全学的な協⼒体制の推進、学⽣指導
の強化を図り、教職課程の質を充実向上させる。

14. ボランティア・市⺠活動⽀援センター運営委員会：本学ボランティア・市⺠活動⽀援
センターの運営に関する事項を統括する。

15. 地域貢献委員会：本学の社会貢献の円滑な推進を図る。地域貢献部会と⾼⼤連携部会
で構成している。

16. 国際交流委員会：本学における国際交流及び国際的な連携協⼒の推進のための活動及
び事業を実施するために必要な事項を審議する。

17. 障がい学⽣⽀援委員会：障がいがあり特別な⽀援を必要とする学⽣の受け⼊れ体制の
整備、勉学（試験、実習等を含む）・⽣活条件及び就職等の合
理的配慮等、改善を推進する。

18. 情報セキュリティ委員会：個⼈情報を含む学内データの機密性、完全性、可⽤性の格
付け等を⾏い、学内外での情報の取り扱い等を⽰した規程
の策定等を⾏う。

２）事務組織
⼤学の管理運営に係る事務組織には教学部（教務課、学⽣課）、総務部（総務部、経理課、

情報システム管理課、⾞輛管理課）、学⻑室、⼊試広報センター、キャリアサポートセンタ
ー、学習⽀援センター、ボランティア・市⺠活動⽀援センター、教職⽀援センター、国際交
流センター、⼦ども・家族⽀援センター、健康管理センター、図書館及び各学部事務室があ
る。これらの部署からも、学則に係る事項、教育・研究関連の予算、教育活動に係る事項、
学⽣⽣活に関わる事項、⼊試関連事項、就職⽀援、教職⽀援、図書館運営等の重要な事項を
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教授会に諮り、また必要な場合は連絡・報告を⾏っている。
⼈間発達学部⼼理学科に関わる事務は、⼈間発達学部⼦ども学科校舎内の⼈間発達学部

事務室と⼼理学科校舎内に設ける事務分室が協働して担当する。⼼理学科事務分室には、学
科の円滑な運営ができるよう⼈事配置をし、⼈間発達学部事務室⻑監督管理の下に教務担
当者及び学⽣担当者をそれぞれ配置する予定である。

１４ 自己点検・評価 
（１）目的

本学における⾃⼰点検・評価の⽬的は、本学の教育研究⽔準の向上を図り、本学の⽬的
及び社会的使命を達成することである。これらの⽬的を達成するために、「⾼崎健康福祉
⼤学内部質保証に関する規程」および「⾼崎健康福祉⼤学⾃⼰点検・評価規則」を定め、
⽬的の達成及び理念の実現のため、質の向上を図り、教育、学習、研究環境等が適切な⽔
準にあることを⼤学⾃らの責任で説明し証明していく。

（２）方針

上記⽬的を確実に達成するため、下記の三つの⽅針を掲げる。
① ⾃⼰点検・評価を⾃律的かつ継続的に実施し、本学の教育研究⽔準を明確化するとと

もに、本学における課題を的確に把握する。そして、⾃⼰点検・評価の結果を教育研究
⽔準の向上に資する改善計画の策定に活⽤する。

② ⾃⼰点検・評価の⽅法を常に最適化し、本学の教育研究⽔準を適正に点検・評価する
ことができるように取り組む。

③ 定期的に「⾃⼰点検・評価報告書」を作成・公表することにより、本学における⾃⼰
点検・評価の透明性を確保する。さらに、7 年に１回公益財団法⼈⼤学基準協会（以
下、⼤学基準協会）による認証評価を受審し、その結果を公表することにより、本学に
おける⾃⼰点検・評価の適切性及び客観性を担保する。

（３）実施体制

１）内部質保証会議
⾃⼰点検・評価を⾃律的かつ継続的に⾏うために、⾃⼰点検・評価の管理組織体として

⼤学運営協議会の下に「内部質保証会議」を置く。内部質保証の継続的かつ総合的な実施
に関しては、内部質保証会議が責任主体となり、⾃⼰点検・評価に関する定期的な実務
は、同会議内の学科別ワーキンググループ（WG）、基準別ワーキンググループ（WG）が
担当する。また PDCA サイクルに関する実務については、⼤学学部・学科、センター、⼤
学院研究科・専攻、学内の各種委員会、及び事務組織の各部署（部・課等）が担当する。
さらに、⾃⼰点検・評価に関する外部検証を担保するため、⾃⼰点検・評価に関する外部
評価委員会を置く。
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２）⼤学運営協議会
内部質保証会議が提出した定期的な点検・評価結果及び外部評価委員会の検証結果につ

いて審議し、課題等に関する⽅針の策定、実施、点検及び改善について必要な対策を各組
織に指⽰する。また、⽂部科学省、認証評価機関等からの指摘事項については、本協議会
の主導の下、迅速かつ適切に対応する。

（４）評価項目

⼤学基準協会の基準に準拠した以下の 10 項⽬について、点検・評価を⾏う。
基準①（理念・⽬的）
基準②（内部質保証）
基準➂（教育研究組織）
基準④（教育・学習）
基準⑤（学⽣の受け⼊れ）
基準⑥（教員・教員組織）
基準⑦（学⽣⽀援）
基準⑧（教育研究等環境）
基準⑨（社会連携・社会貢献）
基準⑩（⼤学運営・財務）

（５）実施方法

内部質保証会議は、⾃律的かつ継続的に 1)⾃⼰点検・評価の実施状況を定期的に把握す
るとともに、⾃⼰点検・評価の要領・評価表の改善を⾏い、2)それに基づく⾃⼰点検・評
価を各種委員会並びに事務局に⾏ってもらい、3)その結果を報告書として取りまとめる。
１）⾃⼰点検・評価状況の把握と⾃⼰点検・評価の要領・評価表の作成

最適な⾃⼰点検・評価を⾃律的かつ継続的に実施するため、内部質保証会議を隔⽉で開
催し、⾃⼰点検・評価状況を把握するとともに、⾃⼰点検・評価の要領及び評価表の⾒直
しを⾏う。内部質保証会議の議事内容は⼤学運営協議会に報告され確認を受けるととも
に、議事録は教職員に公開し共有される。

２）⾃⼰点検・評価の実⾏
内部質保証会議は、学科別 WG 及び基準別 WG を通じて、学部・学科、研究科・専

攻、附置組織、事務組織に対しそれぞれに指定された基準について⾃⼰点検評価シートを
⽤いた点検を依頼する。学部・学科、研究科・専攻（学科別ＷＧが担当）と附置組織及び
事務組織から提出を受けた⾃⼰点検・評価シート、⼤学基準協会による認証評価結果及び
本学独⾃の⾃⼰点検・評価報告書に対する外部評価委員等からの指摘事項を踏まえ、本学
組織が適切に運営されているか、指摘事項が確実に改善されているかを基準別ＷＧ（基準
①〜⑩）で点検を⾏い、その結果を内部質保証会議へ報告する。
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各種委員会の⾃⼰点検活動は、各種委員会活動報告書を⽤いて当該年度の点検と次年度
の活動⽅針を内部質保証会議へ報告することで⾏う。

３）報告書の作成と外部評価
⼤学基準協会による評価に合わせ 7 年に 1 回の間隔で「⾃⼰点検・評価報告書」を作成

し、これをもって認証評価を受審する。またこの間、定期的（認証評価を受審した年度か
ら起算して３年⽬、その 3 年後、次の認証評価を受審する前年度）に「⾃⼰点検・評価報
告書」を作成し、外部評価委員による評価を受ける。したがって 7 年間に４回の頻度で
「⾃⼰点検・評価報告書」を作成し外部評価者による評価を⾏っている。

（６）結果の公表と還元・活用

１）評価結果の公表
本学で作成した⾃⼰点検・評価報告書は、⼤学基準協会と本学が依頼した外部評価者に

よってそれぞれ評価を受けることになる。これらの結果はホームページを通じて公表さ
れ、本学における⾃⼰点検・評価の透明性を確保する。

２）評価結果の還元・活⽤
まず、学部・学科、研究科・専攻（学科別 WG が担当）、附置組織、事務組織それぞれ

で⾃⼰点検評価シートを⽤いた点検を⾏い、改善すべき事項の抽出とその具体的対策につ
いて検討と対応を⾏う。基準別ＷＧでは各学科別ＷＧや附置組織から提出された⾃⼰点
検・評価シートをもとに点検し、対応について確認を⾏う。これらの結果については内部
質保証会議で基準別に審議を⾏い、その結果は⼤学運営協議会へ具申され、同協議会から
の意⾒や検討指⽰事項を各組織に伝え、次の活動に反映させる。

また、認証評価受審から次の受審までの期間に 3 回作成する「⾃⼰点検・評価報告書」
に対する外部評価者の指摘事項についても、基準別に内部質保証会議で検討と対応につい
ての審議を⾏い、⼤学運営協議会から意⾒や指⽰を仰ぐ。このような活動を通じて内部質
保証に関する PDCA を循環させている。

１５ 情報の公表

本学では、在学⽣、保証⼈（保護者）、卒業⽣、受験⽣、関係者に向け、⼤学ホームペ
ージ並びに『健⼤通信』の発⾏を通じて⼤学情報を積極的に公表している。また、⼤学ホ
ームページには「公表情報」のページを設定し、ホームページ閲覧者が本学に関して知り
たい情報に素早くアクセスできる環境整備に努めている。「公表情報」の URL 及び掲載さ
れている情報は以下のとおりである。
ア ⼤学の教育研究上の⽬的及び３つのポリシーに関すること

・トップページ＞⼤学について＞⼤学概要＞教育⽅針
https://www.takasaki-u.ac.jp/guide/overview/educational
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・トップページ＞⼤学について＞公表情報＞各学科、専攻の教育研究上の⽬的
https://www.takasaki-u.ac.jp/wp/wp-
content/uploads/93fa8349181e1a48a8d8d09ade4acc6e.pdf

イ 教育研究上の基本組織に関すること
トップページ＞⼤学について＞⼤学概要＞沿⾰・組織
https://www.takasaki-u.ac.jp/guide/overview/history

ウ 教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位および業績に関すること
・教育研究実施組織、教員の数：トップページ＞⼤学について＞公表情報＞専任教員数

https://www.takasaki-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/ce23b61f10d56e7d2ea07e446bd
dd1e8.pdf

・各教員が有する学位及び業績に関すること：
トップページ＞⼤学について＞公表情報＞修学上の情報等＞教員紹介

（健康福祉学部医療情報学科）
https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/kenfuku/joho/teacher

（健康福祉学部社会福祉学科）
https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/kenfuku/fukushi/teacher

（健康福祉学部健康栄養学科）
https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/kenfuku/eiyo/teacher

（薬学部薬学科）
https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/yakugaku/yaku/teacher

（保健医療学部看護学科）
https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/hoi/kango/teacher

（保健医療学部理学療法学科）
https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/hoi/rigaku/teacher

（⼈間発達学部⼦ども教育学科）
https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/ningen/kodomo/teacher

（農学部⽣物⽣産学科）
https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/nogaku/seibutsu/teacher

（⼤学院健康福祉学研究科）
(医療福祉情報学専攻) https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/graduate-kenfuku/joho
(保健福祉学専攻) https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/graduate-kenfuku/fukushi
(⾷品栄養学専攻) https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/graduate-kenfuku/eiyo

（⼤学院薬学研究科）
(薬学専攻) https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/graduate-yakugaku/yaku

（⼤学院保健医療学研究科）
(看護学専攻) https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/graduate-hoi/kango

（⼤学院農学研究科）

－設置の趣旨（本文）－47－



(⽣物⽣産学専攻) https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/graduate-nogaku/seibutsu
エ ⼊学者に関する受⼊れ⽅針及び⼊学者の数、収容定員及び在学する学⽣の数、卒業⼜

は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学および就職等の状況に関す
ること

・⼊学者に関する受⼊れ⽅針：トップページ＞⼊学者選抜案内＞学部⼊試＞⼊学者選抜
実施概要＞アドミッションポリシー

https://www.takasaki-u.ac.jp/admission/p-admissions/outline/policy
・⼊学者の数及び収容定員：トップページ＞⼤学について＞公表情報＞その他情報等＞

⼊学定員、収容定員、⼊学者数
https://www.takasaki-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/083b368c2d18abe5f73f89bb3
b2ba62c.pdf

・在学する学⽣の数：トップページ＞⼤学について＞公表情報＞その他情報等＞学⽣数
https://www.takasaki-u.ac.jp/guide/information

・卒業⼜は修了した者の数：
トップページ＞⼤学について＞公表情報＞その他情報等＞卒業者数
https://www.takasaki-u.ac.jp/guide/information

・進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること：
トップページ＞⼤学について＞公表情報＞その他情報等＞卒業者数、就職データ
https://www.takasaki-u.ac.jp/guide/information

オ 授業科⽬、授業の⽅法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
学科・研究科ごとに各年度のシラバスを公開している。
トップページ＞⼤学について＞シラバス
https://www.takasaki-u.ac.jp/guide/syllabus

カ 学修の成果に係る評価及び卒業⼜は修了の認定に当たっての基準に関すること
学科・研究科ごとにサイトを設け、公表している。
トップページ＞学部・⼤学院＞（各）学部＞（各）学科＞教育⽅針（ディプロマ・
ポリシー（DP）

（健康福祉学部医療情報学科）
https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/kenfuku/joho/concept

（健康福祉学部社会福祉学科）
https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/kenfuku/fukushi/concept

（健康福祉学部健康栄養学科）
https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/kenfuku/eiyo/concept

（薬学部薬学科）https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/yakugaku/yaku/concept
（保健医療学部看護学科）https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/hoi/kango/concept
（保健医療学部理学療法学科）https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/hoi/rigaku/concept
（⼈間発達学部⼦ども教育学科）
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https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/ningen/kodomo/concept
（農学部⽣物⽣産学科）https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/nogaku/seibutsu/concept
（⼤学院健康福祉学研究科）

(医療福祉情報学専攻) https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/graduate-kenfuku/joho
(保健福祉学専攻) https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/graduate-kenfuku/fukushi
(⾷品栄養学専攻) https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/graduate-kenfuku/eiyo

（⼤学院薬学研究科）
(薬学専攻) https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/graduate-yakugaku/yaku

（⼤学院保健医療学研究科）
(看護学専攻) https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/graduate-hoi/kango

（⼤学院農学研究科）
(⽣物⽣産学専攻) https://www.takasaki-u.ac.jp/faculty/graduate-nogaku/seibutsu

キ 校地・校舎等の施設および設備その他の学⽣の教育研究環境に関すること
トップページ＞⼤学について＞⼤学概要＞キャンパス・施設

https://www.takasaki-u.ac.jp/guide/overview/facility
ク 授業料、⼊学料その他の⼤学が徴収する費⽤に関すること

トップページ＞⼊学者選抜案内＞学部⼊試＞授業料について
https://www.takasaki-u.ac.jp/admission/p-admissions/tuition

ケ ⼤学が⾏う学⽣の修学、進路選択及び⼼⾝の健康等に係る⽀援に関すること
・修学：トップページ＞⼊学者選抜案内＞学部⼊試＞奨学⾦・学⽣⽀援

https://www.takasaki-u.ac.jp/admission/p-admissions/support
・進路選択：トップページ＞キャリア

https://www.takasaki-u.ac.jp/career/
・⼼⾝の健康等に係る⽀援：トップページ＞キャンパスライフ＞こころと体の健康

https://www.takasaki-u.ac.jp/campuslife/kokoro
コ その他（教育上の⽬的に応じ学⽣が修得すべき知識および能⼒に関する情報、学則等

各種規程、設置認可申請書、設置届出書、設置計画履⾏状況等報告書、⾃⼰点検・評
価報告書、認証評価の結果 等）

・学⽣が修得すべき知識および能⼒に関する情報
トップページ＞⼤学について＞公表情報＞
https://www.takasaki-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/91e1cf7ba2d7f9872a0272896
9e9f04d.pdf

・学則：トップページ＞⼤学について＞公表情報
（⼤学）https://www.takasaki-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/f775e5c62b6cf142c628

4c720894c558.pdf
（⼤学院）https://www.takasaki-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/c0027d80fbfa785bd

66025151e37de6f.pdf
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・その他規程：トップページ＞⼤学について＞公表情報
（学位規程）https://www.takasaki-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/b381683b3f3256f

6c5548258ca178354.pdf
（⼈材養成に係る⽬的）

（⼤学）https://www.takasaki-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/0eae932290ea95cc56
53c065bb3685e0.pdf

（⼤学院）https://www.takasaki-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/1de746552248e9c7
57b23345229e01da.pdf

・設置認可申請書、設置届出書、設置計画履⾏状況等報告書
トップページ＞⼤学について＞公表情報
https://www.takasaki-u.ac.jp/guide/information

・⾃⼰点検・評価報告書、認証評価の結果
トップページ＞⼤学について＞⼤学評価・⾃⼰点検評価
https://www.takasaki-u.ac.jp/guide/assessment

また、⾼崎健康福祉⼤学機関リポジトリでは、⼤学院博⼠課程及び博⼠後期課程の学位
審査合格者の学位論⽂全⽂をはじめ、『図書館報』や『⼤学紀要』等も閲覧できるように
している。

⾼崎健康福祉⼤学機関リポジトリ：https://takasaki-u.repo.nii.ac.jp/?page=1&size=20&
sort=custom_sort&search_type=0&q=0

１６ 教育内容等の改善を図るための組織的な取組等 
（１）研修講演会

本学では⼤学・⼤学院の教育研究理念の達成に向けて、教育の質的向上を図るために組
織的にファカルティ・ディベロップメント（以下 FD）活動を⾏っている。この活動は教
職協働で活動する学内委員会である FD・SD 委員会（令和 5 年度までは FD・⾃⼰点検委
員会）が企画・運営しており、主に全学的な取組を⾏っている。なお、FD 研修講演会
は、スタッフ・ディベロップメント（以下 SD）活動の⼀環としても位置づけ、職員も参
加している。近年の全学を対象とした取組は以下のとおりで、いずれも原則的に全教員・
全職員が参加している（後⽇の動画受講を含む）。また、平成 29 年度からは⼤学院教員を
対象とした FD 研修会も実施し、主に研究活動の向上に向けた取組を⾏っている。

＜全学 FD 研修会＞
i. 平成 27 年 3 ⽉ 12 ⽇ 「学⽣と創り、発信する⼤学の実⼒」 読売新聞「⼤学の実⼒」
編集者 松本美奈⽒を講師としてお迎えし、学⽣が主体的に学ぶ活気に満ちた⼤学とそう
でない⼤学の違いや、⼤学を取り巻く課題について考える機会を持った。
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ii. 平成 27 年 3 ⽉ 17 ⽇ 「ボランティア活動が⽣み出す教育効果とキャリア形成」 本学
において活発な活動を⾏っている「ボランティア活動」について、学⽣の活動実践報告を
受け、学内の教員と学⽣でパネルディスカッションを⾏った。学⽣参画型の FD として実
施し、参加者からも⾼い評価を得た。

iii. 平成 27 年 6 ⽉ 30 ⽇ 「ハラスメントのない⼤学づくり」 特定⾮営利活動法⼈アカ
デミック・ハラスメントをなくすネットワーク代表の御輿久美⼦⽒を講師としてお迎え
し、⼤学におけるハラスメントはどのようなものが想定されるか、予防のためにとる対応
等講演いただいた。

iv. 平成 27 年 12 ⽉ 10 ⽇ 「障害者差別解消法の理解と⼤学の取り組みについて」 群⾺
⼤学教育学部 障害児教育講座准教授 霜⽥ 浩信⽒を講師としてお迎えし、平成 28 年 4
⽉より施⾏となる「障害者差別解消法」の概要ならびに⼤学としての体制について講演い
ただいた。この講演後、学内に「障がい学⽣⽀援委員会」を発⾜し、障害者差別解消法に
則した対応を取っている。

v. 平成 28 年 4 ⽉ 1 ⽇ 「ドラッグフリー社会の構築を⽬指して」 前⽂部科学副⼤⾂・
参議院議員であり、薬学博⼠でもある藤井基之⽒を講師としてお迎えし、薬物乱⽤に関す
る講演をいただいた。本学には薬学部もあり、所属する教職員にとっても改めて知識を得
る良い機会となった。

vi. 平成 28 年 12 ⽉ 9 ⽇ 「学習者が本当の幸せをつかむための教育コーチング〜Sage on
the Stage から Guide on the Side へのシフト 〜」 ⼀般社団法⼈ JYDA ⽇本⻘少年育成
協会主席研究員の⼩⼭英樹⽒を講師としてお迎えし、主体的に学ぶ学⽣・⽣徒・園児を育
む教育者の在り⽅について考える機会を得た。「教える」「指導する」という⽴場に凝り固
まることが、学習者の様々な機会を奪っていること、また、学習者がどうしたいのか、考
える機会を与えることが⼤切であり、そのための⼿法を学ぶ良い機会となった。

vii. 平成 29 年 6 ⽉ 30 ⽇ 「学習者が本当の幸せをつかむための教育コーチング 2−学⽣
の意欲と能⼒を引き出すベーシックスキル−」前年 12 ⽉の FD 研修講演会が⼤変好評で
あったことから、第 2 弾として同じく⼀般社団法⼈ JYDA ⽇本⻘少年育成協会主席研究
員の⼩⼭英樹⽒を講師としてお迎えし、主体的に学ぶ学⽣を育む教育者の在り⽅について
考える機会を得た。前回よりスキルに特化した内容であり、参加者の満⾜度も⼤変⾼かっ
た。

viii．平成 30 年 6 ⽉ 29 ⽇ 「防災講座」 危機管理委員会、ボランティア・市⺠活動⽀援
センター運営委員会、FD・⾃⼰点検委員会の 3 委員会共催で、平成 30 年度第 1 回 FD 研
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修講演会として⽇本防災⼠会群⾺県⽀部副⽀部⻑、⾼崎市の市⺠公益活動団体わんだふる
代表でもあり、本学看護学科の⾮常勤講師でもある⾚⽻潤⼦⽒を講師に招き「防災講座」
を⾏った。群⾺県は災害に強いと思われがちだが、いつ⼤規模な災害が起きるかわからな
い状態であるため、備えておくべきことは準備したほうがよいと⼒説された。また、防災
⼠として経験されているからこその⼤切な知恵を授かった。

ix．平成 30 年 12 ⽉ 10 ⽇ 「⼤学⽣の発達障害について」 障がい学⽣⽀援委員会、FD・
⾃⼰点検委員会の共催で、平成 30 年度第 2 回 FD 研修講演会として「⼤学⽣の発達障害
について」を実施した。講師は発達障害を中⼼とした児童思春期精神医療を専⾨としてい
る、国⽴重度知的障害者総合施設 のぞみの園 診療部⻑ 成⽥秀幸⽒にお願いした。講演
後、活発な質疑もあり、⼤学⽣の発達障害について知る貴重な機会となった。

x．令和元年 6 ⽉ 28 ⽇「地域社会へ貢献している本学の取り組み事例」 本学と地域との
取り組みについて理解を深めるために、本学の３名の教員からそれぞれが実施している事
例が紹介された。地域社会との連携強化を通じて様々な貢献を⾏うことは本学の「強み」
として充実させるべき分野であることを知る良い機会となった。

xi．令和元年 12 ⽉ 10 ⽇「⼤学ハラスメントをめぐるリスク＆クライシス・コミュニケー
ション」 有限会社エンカツ取締役社⻑の宇於崎裕美⽒を講師にお招きして、種々のハラ
スメント事案とその防⽌のためのリスク・クライシスコミュニケーションについてお話し
いただいた。ハラスメント事案に関する漠然とした認識をあらため、いつでも⾝近に起こ
りうるリスクであることを具体的に知ることができた。

ⅻ．令和 2 年 3 ⽉ 5 ⽇「ベストティーチャー賞受賞教員による授業スタイル紹介」令和元
年度のベストティーチャー賞受賞者３名による授業スタイル、学⽣対応等を紹介し、質疑
応答を⾏った。学⽣から⾼い評価を得ている教員による、授業の準備で気をつけている
点、学⽣に対する姿勢等学びと気づきの多い研修会となった。

xiii．令和２年９⽉〜10 ⽉「令和 2 年度前期オンライン授業の振り返り」コロナ禍におい
て、新たに始まったオンライン授業や、計画的に授業参加学年を変更して実施している実
験や学内実習についての振り返り等を学科別に⾏った。

xiv．令和 3 年 12 ⽉ 10 ⽇〜17 ⽇「ニューノーマル時代のビジネスマナー」 SD 研修合同
でエフエム群⾺アナウンスセミナー講師 清⽔由美⽒による動画配信で実施。コロナ禍で
⼀気に広まったオンラインを通じての⼈とのつながりについて、会議、就職活動、授業と
いったいろんなシーンで気を付けるべき点、新たな時代のビジネスマナーについて学ぶ機
会を得た。
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xv. 令和４年９⽉ 1 ⽇「健⼤の未来を描くために」令和４年度より学⻑に就任した⽯⽥朋
靖学⻑より、本学のこれからについて教育⾯、研究⾯における課題や期待について講演を
⾏った。

xvi. 令和 5 年 9 ⽉ 13 ⽇「FD の⽇」として全教員を対象とした半⽇研修を実施。初年度と
なる令和５年度は「ティーチングポートフォリオについて」動画による説明と作成に関す
るポイントを確認後、学科内でディスカッションを⾏い、その後学科混在のグループディ
スカッションを⾏った。各学科の考え⽅等の違い、学科を越えた教員によるディスカッシ
ョンを通じて教員間の新たなネットワーク構築が期待できる、良い機会となった。

xvii. 令和６年９⽉ 14 ⽇「FD の⽇」として全教員を対象とした半⽇研修を実施。２年⽬
となる令和６年度は「健⼤のブランド⼒向上について」。令和４年度に実施した「健⼤の
未来を描くために」として⽯⽥朋靖学⻑からの講演について、当時学科で議論したこれか
らの諸活動を基に、学科を越えてグループディスカッションを実施。今回も学科を越えた
議論による、新たな気づきや共感を得たなど、参加者から⼤変好評であった。

＜⼤学院 FD 研修会＞
i．平成 29 年 9 ⽉ 7 ⽇ 「科学研究費助成事業申請に関する説明会」 群⾺県の他⼤学状況
や本学の科研費申請状況、採択状況について説明、その後学内の採択経験者より科研費の
申請や採択された後の状況等詳細に説明をいただいた。 事例紹介者：⽵内裕之教授、下
川哲昭教授 事例紹介後、参加者からは多くの質問や意⾒が寄せられた。

ii．平成 30 年 9 ⽉ 6 ⽇ 「⼤学院 FD 科研費獲得に向けて（科学研究費助成事業申請に関
する説明会）」 群⾺県の他⼤学状況や本学の科研費申請状況、採択状況について説明、そ
の後学内の採択経験者より科研費の申請や採択された後の状況等詳細に説明をいただい
た。 事例紹介者：村⽥美和助教、永井俊匡准教授、福地守准教授 事例紹介後、参加者か
らは多くの質問や意⾒が寄せられた。

iii．令和元年 9 ⽉ 5 ⽇「⼤学院 FD 科研費獲得に向けて（科学研究費助成事業申請に関す
る説明会）」 群⾺県の他⼤学状況や本学の科研費申請状況、採択状況について説明、その
後学内の採択経験者より科研費の申請や採択された後の状況等詳細に説明をいただいた。
事例紹介者：綾部園⼦教授、神⽥清⼦教授、廣瀬⻯郎教授 事例紹介後、参加者からは多
くの質問や意⾒が寄せられた。

ⅳ. 令和 3 年９⽉ 15 ⽇「教学マネジメントと教育・学修成果の可視化−グランドデザイン
答申は何を求めているのか−」⽯⽥朋靖副学⻑（当時）による、グランドデザイン答申を
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踏まえたこれからの⾼等教育について、学部教育、⼤学院教育を検討する良い機会となっ
た。（主に保健医療学研究科、保健医療学部教員を対象として実施）

ⅴ. 令和 4 年 10 ⽉ 6 ⽇「⼊学定員超過率に関する意⾒交換について」主に健康福祉学研究
科を中⼼として、⼤学院の⼊学定員超過率を確認する機会となった。研究科によっては⼊
学者が⼊学定員に満たない状況が続いており、現在の研究科・専攻の強みや進学するメリ
ット等、学部学⽣や社会⼈に対し、これまで以上にわかりやすく発信する必要があるとの
気づきを得られた。

ⅵ, 令和 5 年 2 ⽉ 2 ⽇「科学研究費の取得状況と令和 5 年度応募申請について」主に健康
福祉学研究科を中⼼として、科学研究費の取得状況を確認し、若⼿教員にとって申請に関
して理解する機会となった。

ⅶ. 令和６年３⽉ 14 ⽇「博⼠学位論⽂審査のプロセスについて」主に農学研究科を中⼼と
して、⼤学院教務担当教員による説明とディスカッションを⾏った。完成年度を迎える農
学研究科内の教員に対し、学位論⽂審査と学位授与について理解を深めることを⽬指し実
施した。

＜SD 研修会＞
前述のとおり、FD・SD 委員会（旧 FD・⾃⼰点検委員会）で企画している FD 研修講

演会はスタッフ・ディベロップメント（SD）活動としても位置づけ、職員も参加してい
る。SD 研修会は、全教職員を対象としている。近年はコロナ禍の影響もあり、対⾯式の
研修会だけでなく、SD 研修独⾃の動画視聴研修等も実施している。

i．令和元年 12 ⽉ 10 ⽇「⼤学ハラスメントをめぐるリスク＆クライシス・コミュニケーシ
ョン」 有限会社エンカツ取締役社⻑の宇於崎裕美⽒を講師にお招きして、種々のハラス
メント事案とその防⽌のためのリスク・クライシスコミュニケーションについてお話しい
ただいた。ハラスメント事案に関する漠然とした認識をあらため、いつでも⾝近に起こり
うるリスクであることを具体的に知ることができた。（再掲）

ⅱ．令和 3 年 12 ⽉ 10 ⽇〜17 ⽇「ニューノーマル時代のビジネスマナー」 FD 研修合同
でエフエム群⾺アナウンスセミナー講師 清⽔由美⽒による動画配信で実施。コロナ禍で
⼀気に広まったオンラインを通じての⼈とのつながりについて、会議、就職活動、授業と
いったいろんなシーンで気を付けるべき点、新たな時代のビジネスマナーについて学ぶ機
会を得た。（再掲）

ⅲ．令和４年９⽉ 1 ⽇「健⼤の未来を描くために」令和４年度より学⻑に就任した⽯⽥朋
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靖学⻑より、本学のこれからについて教育⾯、研究⾯における課題や期待について講演を
⾏った。（再掲）

ⅳ．令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇ 「ChatGPT の使い⽅講義」 ⽣成 AI「ChatGPT」が令和 4 年 11
⽉に⽇本語でリリースされ、教育現場でもその利活⽤について危険視する意⾒と、積極的
に利⽤する意⾒が混在していた。そこで、本学健康福祉学部医療情報学科⻑の⻑澤教授が
ChatGPT の利⽤法について動画を作成し、動画視聴による SD 研修として実施した。講
師：健康福祉学部医療情報学科⻑ ⻑澤亨教授

ⅴ．令和 5 年 12 ⽉ 10 ⽇「障がい学⽣⽀援について」令和 6 年 4 ⽉より障害者差別解消法
により、合理的配慮について私⽴⼤学でも努⼒義務から義務化されることになっており、
改めて障がい学⽣⽀援の流れ、障がいの社会モデル、合理的配慮のポイントを中⼼とした
講演を対⾯聴講した。講師：⼈間発達学部⼦ども教育学科 五⼗嵐⼀徳 准教授

このような全体での研修講演会以外にも、研究科独⾃の⼤学院 FD 活動として専⾨分野
に合わせた講師を招いての講演会や、学部・学科単位での FD 活動を FD・SD 委員を中
⼼に⾏っている。また、教員による相互授業参観や、専⾨知識を得て教育の質向上を⽬指
す研修、グループワーク等を毎年実施している。

SD 活動においても、特定のテーマを設けた有志による勉強会を適宜実施するほか、⼤
学間包括協定を結んでいる⾼崎商科⼤学との合同 SD 研修会を実施している。

（２）「研究倫理」及び「遺伝子組換え実験・動物実験」関する研修会 

本学においては⼈を対象とした課題に取り組む教員・⼤学院⽣が多いため、毎年 1 回必
ず研究倫理に関する研修会を実施し、該当する研究課題を実施する者は全員が参加してい
る。また、遺伝⼦組換え実験及び動物実験についても同様に学内研修会を毎年実施してお
り、該当者は必ず受講している。

１７ 社会的・職業的自立に関する指導及び体制  
本学では、学⽣の社会的・職業的⾃⽴に関する指導を教育課程内での講義、実習等で実

施している。また、学⽣の就職指導を⽬的としたキャリアサポートセンター（CSC）を設
置し、センター⻑（教員兼務）、キャリアカウンセラーを含めて９名の体制で様々なプロ
グラムを⽤意して学⽣の就職⽀援に取り組んでいる。以下に、⼼理学科の教育課程内での
社会的・職業的⾃⽴に関わる指導内容と CSC の取組を⽰す。

（１）教育課程内の取組

初年次教育の⼀環として、「共通教養科⽬」に「キャリア形成論」を 1 年次必修科⽬と
して配置している。この科⽬では、⽬標を定めてキャリアを積み上げることに対する意識
を在学中に形成し、卒業して就職・進学した後に⾃らのキャリアパスを考えていけるよう
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に授業内容を構成している。また、「専⾨教養科⽬」群において、1 年次前期に「⼼理学の
理解とキャリアデザイン」を配置し、⼼理学を専⾨に学んだ者のキャリアについて考える
指導を⾏う。１年次後期と２年次前期には「キャリアアップ演習Ⅰ」「キャリアアップ演
習Ⅱ」を配置し、社会⽣活における適切なマナー、⾝だしなみ、振る舞いについて⾃分で
考え､⾏動する⼒を⾝につけ、インターンシップを⾏う場合に備える。その他専⾨科⽬に
おいても、「仕事」や「働く」ことに前向きな興味を持てるように授業内容を構成してい
る。

（２）教育課程外の取組

本学では CSC が就職及びキャリア形成に関する⽀援を⾏っており、⼼理学科の学⽣も
既設学科⽣同様に CSC による教育課程外の⽀援プログラムを利⽤することができる。
１）就職予定者に向けた就職対策講座等の開催

CSC による就職⽀援の柱である就職ガイダンス等のキャリア⽀援講座は、学部・学科ご
との就職活動スケジュールに沿って開催しており、学⽣の内定獲得に⾮常に役⽴ってい
る。⼼理学科も同様に、学科の学びに合わせて各種キャリア⽀援講座を提供する（【資料
20】）。

進路ガイダンス、⾃⼰分析、外部講師による講演、就職模擬試験、就活体験談等を内容
とする「就職講座」、筆記試験対策として、「公務員試験対策講座」（【資料 21】）や「SPI対
策講座」（【資料 22】）を実施するほか、平成 21 年度⽂部科学省「⼤学教育・学⽣⽀援推
進事業（学⽣⽀援推進プログラム）」の採択を機に毎年学科ごとに開催している「キャリ
アアップ講座」（【資料 23】）も主に 3 年次⽣を対象に開催する。本講座は、現場経験の豊
富な専⾨家による講演と卒業⽣による実体験に基づく講話・アドバイスを通じて、現場理
解・職業理解を深めることを⽬的としている。

就職相談・書類添削・模擬⾯接等は対⾯・オンラインを学⽣が選択できるほか、各講座
についても対⾯/オンラインのハイブリッド形式で実施しており、動画で配信した講座は
繰り返し視聴できるようにしている。

【資料 20】⼼理学科のキャリア⽀援プログラム
【資料 21】公務員試験対策講座
【資料 22】SPI 対策講座
【資料 23】キャリアアップ講座

２）就職に関する情報提供及び個別⽀援の実施
令和 6 年 4 ⽉から、就職活動に不可⽋な求⼈情報、インターンシップ情報、企業情報に

ついて、業種・職種・勤務エリアを絞って、スマートフォンやパソコン等から⾃由に検索
できるオンラインサービス「健⼤キャリナビ（通称キャリナビ）」を導⼊した。これによ
り、学⽣が⾃らの活動状況に合わせたタイミングで必要な情報を収集できるようになっ
た。また、従来整備されている学⽣ポータルサイト内の求⼈情報検索システムも活⽤でき
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る。CSC 内にはパソコンを 6 台設置し、検索した情報をもとに個別相談を受けられる。そ
のほか学部・学科ごとの⼀⻫メールや個別メールを通じて求⼈情報を提供するとともに就
職活動状況を確認し、個々の学⽣への⽀援を図っている。また、常勤キャリアカウンセラ
ー1 名と⾮常勤カウンセラー2 名による常駐態勢をとり随時学⽣の相談に応じるととも
に、履歴書の添削や⾯接の指導、さらに⼩論⽂の添削指導を実施している。

３）就職⽀援専⾨業者との連携
学⽣の就職⽀援を専⾨とする業者と連携し、資格・職種別に医療法⼈や社会福祉法⼈、

⼀般法⼈関係者を招いた学内合同説明会を開催している。個別の法⼈（企業）説明会も随
時開催し、開催情報は学⽣ポータルサイトにて周知している。また、就職⽀援専⾨業者主
催の説明会・ガイダンス・インターンシップ等の情報を積極的に学⽣に提供している。

４）進学⽀援について
⼤学院への進学希望に対しては、各学⽣の卒業研究指導教員（海外への進学は国際交流

センター）が担当し、適宜指導を⾏っている。

（３）適切な体制の整備について

学⽣の就職⽀援は CSC が中⼼となり、各学科と連携して指導・⽀援を⾏っている。各
学科から選出されたキャリアサポート委員と CSC スタッフで構成するキャリアサポート
委員会は、各学部・学科の専⾨教育に並⾏して、学⽣の職業意識・社会貢献意識の涵養を
主軸として、全学的体制で具体的な就職⽀援を⾏っている（【資料 24】）。キャリアサポー
ト委員は、毎⽉実施される学科会議等で全体の就職⽀援状況を説明したり、困難を抱える
学⽣の情報等をアドバイザー教員を通じて吸い上げ CSC やキャリアカウンセラーと連携
して解決に導いたりするなど、個々の学⽣への⽀援に丁寧に取り組み、学科内の⽀援体制
の強化に努めている。また、学⽣の就職活動状況は毎⽉の教授会で報告されている。

さらに、卒業⽣の就職先に対しては「就職先への卒業⽣評価アンケート」6を毎年実施
し、その結果を外部評価の基礎データとして、就職指導及び教育内容の改善に反映させて
いる。

以上のように、本学は、学科内の仕組みと全学の仕組みをうまく使って⾼内定率を維持
している。令和 6 年 11 ⽉現在、CSC には 9 ⼈の教職員（センター⻑、次⻑、課⻑、専任
職員 2 ⼈、キャリアカウンセラー2 ⼈、嘱託職員 2 ⼈）が所属している。学⽣の利便性向
上のため就職に関する資料の電⼦化・閲覧⽤のパソコンの設置に加え、個別の法⼈説明会
⽤のスペースや応接室、個別⾯談室等を新たに整備し、学⽣が利⽤しやすい環境や雰囲気
づくりに努めている。

6 「令和 6 年度就職先アンケート実施結果」https://www.takasaki-u.ac.jp/wp/wp-content/
uploads/c67065b93550988c7ed02f95d1f75388.pdf
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【資料 24】⾼崎健康福祉⼤学の就職⽀援体制
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① 関連機関(教育委員会、教育センター、教育事務所、医療機関、児童相談所等)の役割について学ぶ。

② 教諭(特に担任や養護教諭)が、関連機関と、どのような場面で、どのように連携をとっているかを学ぶ。

（ウ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解について

公認心理師法第 40 条から第 43 条までに規定されている法的義務について学ぶ。

●司法・犯罪分野における実習の内容と展開

司法・犯罪分野の施設・機関(家庭裁判所、少年鑑別所、少年院、保護観察所、更生保護施設等)の見学、実

習先指導者等による講義等を通して、以下のことを学ぶ。 

（ア）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチについて

① 少年司法や刑事司法の流れや、そこに携わる施設・機関の役割について学ぶ。

② 非行少年や犯罪者に対して行われる調査、鑑別、矯正、更生保護等の概要を学び、各場面において対象

となる者の特徴を理解するとともに、心理の知識や技術がどのように業務に活用されているのかを学ぶ。

（イ）多職種連携及び地域連携について

① 家庭裁判所調査官、法務技官、法務教官、保護観察官、社会復帰調整官、更生保護施設職員等の具体

的な業務について学ぶ。

② 家庭裁判所、少年鑑別所、少年院、保護観察所、更生保護施設等の施設・機関間の連携について学ぶ。

③ 司法・犯罪分野の施設・機関と地域の関係施設・機関(学校、警察、児童相談所、ハローワーク、福祉機関、

病院等)との連携について学ぶ。

（ウ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解について

公認心理師法第 40 条から第 43 条までに規定されている法的義務の司法・犯罪分野における実践につい

て学ぶ。

●産業分野における実習の内容と展開

施設見学、実習先指導者等による講義等を通して、以下のことを学ぶ。

（ア）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチについて

① 職場におけるメンタルヘルス不調に対する未然防止(一次予防)の取り組み(教育研修や職場環境の改善

等)についてのアプローチを学ぶ。

② 職場におけるメンタルヘルス不調の重症化の予防(二次予防)の取り組み(早期発見・早期対応、個別相

談等)についてのアプローチを学ぶ。

③ 職場におけるメンタルヘルス不調の再発防止や職場復帰支援などの三次予防についてのアプローチを学

ぶ。

（イ）多職種連携及び地域連携について

① 職場と外部医療機関など専門機関との連携について学ぶ。

② 企業内で行われている活動や事業における心理職の役割を理解し、企業内と専門機関の間で心理職が

行う相互への働きかけを学ぶ。

（ウ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解について

公認心理師法第 40 条から第 43 条までに規定されている法的義務について学ぶ。
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高崎健康福祉大学人間発達学部心理学科（設置構想中） 

[別紙２] 

高崎健康福祉大学 公認心理師「心理実習」受入確認書 

     年  月  日

施 設 ・ 機 関 名：   

代 表 者 様 氏 名：

 御記入者様氏名： 

お受入が可能な施設・機関様につきましては、改めて実習依頼について、具体的なご相談をさせていただきます。 

実 習 名 配 属 対 象 学 生 

心理実習（大学） 人間発達学部 心理学科（仮称） ４年生 

1.実習受入について

※いずれかに〇をつけてください
受入可  ・ 検討可  ・ 受入不可 

・受入不可・検討中の場合 受け入れ不可の理由、受け入れていただくために必要な条件、時間等がございまし
たら、教えてください。 

( ) 
2.受入施設の名称 法人名： 

施設・機関名称： 

施設種別： 

3. 実習窓口ご担当者氏名
※所属・部署等ございましたら合わ

せてご記入ください

4. 実習指導者の人数
※心理相談業務を５年以上担当さ
れている方と、そのうち公認心理師資
格をお持ちの方の人数をご記入くだ
さい。

心理相談業務を５年以上経験している： 人 

（上記の内、公認心理師の有資格者：  人） 

5. ご意見・ご要望等
※実習受入人数、実習委託費等に

ついて、ご指定ご要望がございま
す場合は、こちらにご記入くださ
い。

※こちらの受入確認書につきましては、    年  月  日( ) までにご返送くださいますようお願い申し上げます。今後とも

ご支援ご協力賜りますようお願い申し上げます。 
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学外実習施設承諾書の写し 

1. 医療法人 山崎会 サンピエール病院

2. 日本赤十字社 前橋赤十字病院

3. 医療法人 中沢会 上毛病院

4. 医療法人 高柳会 赤城病院

5. 医療法人 康生会（社団） つつじメンタルホスピタル

6. 医療法人 群栄会 田中病院

7. 医療法人 福島会 彩北病院

8. 高崎市 高崎市児童相談所（仮称）

9. 社会福祉法人 二之沢愛育会 愛育乳児園

10. 社会福祉法人 希望館 児童養護施設 希望館

11. 社会福祉法人 フランシスコの町 児童養護施設フランシスコの町

12. 社会福祉法人 上毛愛隣社 児童養護施設 地行園

13. 玉村町 玉村町こどもまんなかセンター にじいろ

14. 学校法人 共愛学園 共愛学園中学校

15. 学校法人 共愛学園 共愛学園高等学校

16. 藤岡市教育委員会

17. 伊勢崎市教育委員会

18. 太田市教育委員会

19. 学校法人 東京シューレ学園 東京シューレ葛飾中学校

20. 法務省 前橋保護観察所

21. 法務省 前橋少年鑑別所

22. 法務省 赤城少年院

23. 法務省 榛名女子学園

24. 法務省 さいたま保護観察所

25. 法務省 さいたま少年鑑別所

26. 更生保護法人 清心寮 更生保護施設 清心寮

27. 法務省 東京保護観察所

28. 法務省 東日本少年矯正医療・教育センター

29. 更生保護法人 更新会 更生保護施設 更新会

【資料13】実習施設承諾書

－設置等の趣旨（資料）－19－



【心理実習Ⅱに係る誓約書】 

実習施設機関名 

施設長 殿 

この度、貴施設・機関での実習・見学にあたり、以下の事項を遵守することを誓約い

たします。 

１. 私は、貴施設での実習・見学にあたり、個人情報保護に関する諸規定を遵守し、期

間中は貴職員の指示に従います。

２. 私は、実習・見学中に知り得た患者様および貴施設関係者の個人情報、また取引

業者の情報資産などを、実習・見学中はもちろん、実習・見学終了後も第三者に故

意または過失によって漏洩したり、無断で使用したりしないこと、およびその結果とし

て貴施設に損害をかけないことを誓約いたします。

３. 私の故意または過失及び当誓約書に違反し、貴施設に損害を与えた場合は、その

責任を負います。

令和    年    月   日 

住 所

氏 名 印 

【資料14】心理実習Ⅱに係る誓約書
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教育方針

ディプロマポリシー(DP)，カリキュラムポリシー(CP)，アドミッションポリシー(AP)

高崎健康福祉大学は健大精神「自利利他」すなわち、自分を鍛えて他人を幸せにすることが自分の幸せであるという建学の精神をベースに、「人類の健康と福祉に貢献する」という建学の

理念を具現化することを目的としています。そのため以下に掲げる教育の三方針の下で、Well-being社会を支える人材を養成する教育とそれを支える実学的研究を積極的にすすめていま

す。

高崎健康福祉大学の学士課程における三つのポリシー

【アドミッション・ポリシー】

・本学の理念である「人類の健康と福祉に貢献する」ことに強い関心を持ち、それを実現するための力を、生涯にわたって主体的に研鑽したいという意欲を持つ学生を求めます。

・高等学校等において修得した基礎的な知識・技能、それらを活用する能力、協働して学ぶ態度などを、多面的・総合的に評価する入学者選抜を行います。

【カリキュラム・ポリシー】

・卒業認定・学位授与の方針に掲げる人材を養成するため、共通教養科目と専門科目を体系的に編成します。共通教育科目は、高校から大学への導入のための初年次科目、大学における学

びの全般を支え専門教育の基盤となる基礎科目、豊かな人間性を養う教養科目等から構成されます。専門教育科目は、専門分野の体系に基づいて配置します。

・学生の履修を支援するため、授業の概要を示すシラバスには、必要な予習復習の内容に加えて、ディプロマ・ポリシーやSDGsとの関連度を示すとともに、科目間の関係や学習の順序を

カリキュラム・マップやカリキュラム・ツリー、履修モデルなどによって示します。

・学生の自立的・自律的な学びを支援し、現実の社会や自然との往還により学びを深化させるため、講義形式の授業だけでなく、実習・実験などのアクティブ・ラーニングを多数取り入れ

ます。また、十分な学習時間を確保するために授業時間外の学習を促します。さらに、すべての授業において明確な評価基準に基づいて厳格な成績評価を行います。

・各学生には学期ごとにディプロマ・ポリシーの達成度やSDGsの学修量などを示し、修学への気づきを促すとともに、卒業時には卒業認定・学位授与の方針で示された能力が着実に身に

ついているのかどうかを検証します。

【ディプロマ・ポリシー】

・本学はWell-being社会をリードする人材を養成するため、健大精神「自利利他」の精神を涵養させ、多様性社会の中で、他者の痛みや社会的要請に対する共感力と、広い視野とに立っ

て問題の解決に貢献する人材を輩出します。そのためには、自らの専門性に立った実践力をベースにしながら、自ら論理的に考え、多様な人とコミュニケーションをとって協働し、組織や

社会の一員として行動し生きていく能力を持つ学生を育成します。

・学部学科等の教育目的に基づく教育課程を修め、規定する期間以上在学し、厳格な成績評価に基づき所定の単位を修得し、卒業要件を満たした学生に対して、卒業を認定し学位（学士）

を授与します。

資料請求 MENU

【資料1】人間発達学部心理学科の教育理念 ・教育目標と3つのポリシー

• Toko~lu Uni•~•y of如hhondw.lfom

UHV菖崎健廉福祉大学

【資料15】高崎健康福祉大学の学士課程におけるアドミッション・ポリシー
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学校法人高崎健康福祉大学定年規程 

（目 的） 

第１条 この規程は学校法人高崎健康福祉大学（以下「法人」という。）の専任教職員の定年に 

ついて定め、合理的な人事管理を図ることを目的とする。 

（教員の定年） 

第２条 教員の定年を次のとおり定める。 

ただし、特に必要と認める者は所定の手続きを経て定年の延長または再雇用することができ

るものとする。 

１、高崎健康福祉大学に所属する教員（助手を除く）の定年は年令が満６５才になった年の

学事年度末とする。ただし、新設学部・学科の教員は完成年度まで定年を延長する。 

２、高崎健康福祉大学高崎高等学校に所属する教員の定年は年令が満６０才になった年の学

事年度末とする。 

３、高崎健康福祉大学附属幼稚園に所属する教員の定年は職務の特性から定年を定めない。 

ただし、主任以上の職にあるものは前２項に準ずる。 

（職員の定年） 

第３条 職員の定年を次のとおり定める。 

ただし、特に必要と認める者については定年の延長または再雇用することができるものとする。 

１、一般職員（助手を含む）の定年は所属のいかんをとわず年令が満６０才になった年の学

事年度末とする。 

（教職員の定年延長） 

第４条 教職員の定年延長等は、願いのあった教職員について、定年延長等検討委員会において

検討し、理事長が決定する。なお、前第２条第２項、第３項及び第３条に該当する継続雇用対

象者の基準は「継続雇用制度の選定基準に関する労使協定」に則る。 

また、高年齢者雇用安定法一部改正法附則第３項に基づき、労使協定に定める基準に該当す

る者については６５歳まで継続雇用し、基準に満たない者については、以下の表に掲げる適用

年齢まで継続雇用する。 

平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日まで ６１歳 

平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで ６２歳 

平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで ６３歳 

平成３４年４月１日から平成３７年３月３１日まで ６４歳 
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（変 更） 

第５条 前第２条・第３条は一般の労働情勢が著しく変動したとき、または法人の財政事情等に

より変更することができるものとする。 

  附  則 

１、この規程は昭和６０年４月１日から施行する。 

２、この規程は平成１３年４月１日から改正施行する。 

３、この規程は平成１７年４月１日から改正施行する。 

４、この規程は平成２２年１１月１日から改正施行する。 

５、この規程は平成２５年４月１日から改正施行する。 
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No. 種別 タイトル 出版社等

1 和雑誌 こころの元気＋ 特定非営利活動法人　地域精神保健福祉機構

2 和雑誌 老年精神医学雑誌 ワールドプランニング

3 和雑誌 精神医学 医学書院

4 和雑誌 発達心理学研究 日本発達心理学会

5 和雑誌 最新精神医学 世論時報社

6 和雑誌 精神療法 金剛出版

7 和雑誌 臨床心理学 金剛出版

8 和雑誌 家族療法研究 日本家族研究・家族療法学会

9 和雑誌 トラウマティック・ストレス 日本トラウマティック・ストレス学会

10 和雑誌 社会心理学研究 日本社会心理学会

11 和雑誌 犯罪心理学研究 日本犯罪心理学会

12 和雑誌 感情心理学研究 日本感情心理学会

13 和雑誌 認知心理学研究 日本認知心理学会

14 和雑誌 心身医学 日本心身医学会

15 和雑誌 心理学評論 心理学評論刊行会

16 和雑誌 心理学研究 日本心理学会

17 和雑誌 Japanese Psychological Research 日本心理学会

18 和雑誌 心理学ワールド 日本心理学会

19 和雑誌 心理臨床学研究 日本心理臨床学会

20 和雑誌 パーソナリティ研究 日本パーソナリティ心理学会

21 和雑誌 ヒューマン・ケア研究 日本ヒューマン・ケア心理学会

22 和雑誌 基礎心理学研究 日本基礎心理学会

23 和雑誌 児童青年精神医学とその近接領域 日本児童青年精神医学会

24 和雑誌 動物心理学研究 日本動物心理学会

25 和雑誌 発達障害研究 日本発達障害学会

26 和雑誌 こころの科学 日本評論社

27 和雑誌 臨床心理学研究 日本臨床心理学会

28 和雑誌 実験社会心理学研究 日本グループ・ダイナミックス学会

29 和雑誌 認知行動療法研究 日本認知・行動療法学会

30 和雑誌 教育心理学研究 日本教育心理学会

【資料17】学術雑誌一覧【資料18】学術雑誌一覧
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高崎健康福祉大学教授会規程 

（目 的） 

第１条 高崎健康福祉大学教授会（以下「教授会」という）の運営のためにこの規程を設け、必

要な事項を定め、大学教育の向上と適正化を期する。 

（構 成） 

第２条 本学の教授会は次の者をもって構成する。 

（１） 学部長

（２） 教授、准教授、講師、助教

（３） 事務局長並びにその他必要な職員

２ 学長は必要に応じて教授会に出席することができる。 

３ 学部長は、助手をオブザーバーとして参加させることができる。 

（審議事項） 

第３条 教授会の審議事項は次のとおりとする。 

（１） 教育・研究の基本方針に関する事項

（２） 教育課程及び履修方式に関する事項

（３） 学部に係る学則その他重要な規定に関する事項

（４） 教育職員の資格認定に関する事項

（５） 学生の入学・退学・転学・留学・休学・復学及び卒業に関する事項

（６） 定期試験及び追・再試験等に関する事項

（７） 学生の指導、賞罰及び除籍に関する事項

（８） 学長または大学運営協議会が諮問した事項

（９） その他教育研究上必要と思われる重要事項

（教授会の招集） 

第４条 教授会は学部長が事前に議案を示してこれを招集する。 

２ 学部長に支障あるときは学科長がこれを代行する。 

第５条 学部長は原則として各月１回定例教授会を招集しなければならない。 

２ 学部長は教授会に付議する重要な事項については、事前にこれを通知する。ただし、緊急を

要する事案については、この限りでない。 

（臨時教授会） 

第６条 学部長は必要と認めたときに臨時教授会を招集しなければならない。 

【資料19】
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２ 構成員の２分の１以上の者から附議すべき事項を示して教授会招集の請求があったときは、

学部長はすみやかに教授会を招集しなければならない。 

（成立要件） 

第７条 教授会は構成員の３分の２以上の出席をもって成立するものとする。 

（議 長） 

第８条 教授会の議長は学部長がこれにあたる。学部長に支障あるときは学科長がこれを代行す

る。 

（教授会案） 

第９条 議事は出席者数の過半数によりこれを教授会案とする。ただし賛否同数のときは、議長

の決めるところによる。 

（議事録） 

第１０条 教授会の記録及び事務処理は事務局、学部事務室においてこれを行う。 

（大学運営協議会への報告） 

第１１条 理事会での承認を要する事項及び大学全体に関する事項については、大学運営協議会

に報告しなければならない。 

（学長への報告、決定） 

第１２条 大学運営協議会並びに教授会で審議された事項については、学長に報告する。 

２ 学長は報告された審議事項について、決定する。 

（規程の改廃） 

第１３条 この規程の改廃には大学運営協議会において出席者の３分の２以上の賛成を必要と

し、学長の決裁を仰ぐものとする。 

附 則 

１ この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

２ この規程は、平成１９年４月１日から改正施行する。 

３ この規程は、平成２０年４月１日から改正施行する。 

４ この規程は、平成２７年４月１日から改正施行する。 
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【資料20】心理学科のキャリア支援プログラム
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【資料21】公務員試験対策講座
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【資料22】SPI対策講座
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【資料23】キャリアアップ講座
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【資料24】高崎健康福祉大学の就職支援体制
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